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一　

は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
水
資
源
開
発
事
業
で
あ
る
開
墾
事
業
（R

eclam
ation 

P
roject

）
の
一
つ
で
あ
る
、
ソ
ル
ト
リ
バ
ー
（Salt R

iver

）
事
業
の
一
九
一
七
年
ま

で
の
期
間
に
お
け
る
組
織
設
計
に
つ
い
て
、
職
員
の
行
動
と
そ
の
結
果
で
あ
る
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
へ
の
影
響
の
点
か
ら
考
察
す
る
。
ま
た
合
わ
せ
て
、
職
員
の
性
格
も
、

職
務
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
た
点
か
ら
検
討
す
る
。
史
料
と
し
て
は
、
内
部
の
査
察

報
告
書
、
年
次
報
告
書
、
当
時
の
新
聞
を
用
い
る
。
論
述
手
順
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
に
先
行
研
究
と
史
料
に
よ
っ
て
状
況
の
整
理
を
行
う
。
第
二
に
、
一
九
一
三
年

に
起
こ
っ
た
職
員
の
リ
ー
ド
（H

. S. R
eed

）
に
よ
る
規
則
違
反
に
対
す
る
一
連
の
調

査
報
告
書
を
通
じ
て
、
組
織
設
計
の
問
題
と
職
員
の
状
況
、
組
織
設
計
の
改
善
策
を

確
認
す
る
。
第
三
に
、
規
則
違
反
問
題
の
後
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
書
か
ら
確
認
す

る
。
最
後
に
、
本
稿
全
体
の
整
理
を
行
う
。

（
一
）
開
墾
事
業
に
つ
い
て

先
行
研
究
の
整
理
の
前
に
、
分
析
対
象
と
な
る
開
墾
事
業
に
つ
い
て
簡
単
な
説
明

を
行
う
。
一
九
世
紀
末
の
ア
メ
リ
カ
西
部
は
寒
波
・
旱
魃
が
継
続
し
厳
し
い
状
況
に

あ
っ
た
が
、
東
部
か
ら
の
移
民
が
止
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
生
活
の
安
定
の
為
に
州

や
民
間
の
手
に
よ
っ
て
灌
漑
が
試
さ
れ
た
が
、
一
部
を
除
い
て
失
敗
し
た
。
こ
の
よ

う
な
状
況
を
受
け
て
、
資
源
保
全
の
思
想
を
持
っ
た
セ
オ
ド
ア
・
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト

が
一
九
〇
二
年
に
制
定
さ
せ
た
開
墾
法
に
よ
っ
て
成
立
し
た
組
織
が
内
務
省
の
開
墾

部
（R

eclam
ation Service

）
で
あ
る
。
開
墾
部
は
公
有
地
の
売
却
金
を
基
に
、
連
邦

の
手
に
よ
る
大
規
模
水
資
源
開
発
事
業
で
あ
る
開
墾
事
業
へ
乗
り
出
し
、
西
部
を
中

心
に
ダ
ム
開
発
、
貯
水
池
・
水
路
整
備
、
水
力
発
電
を
行
っ
た
。
今
回
分
析
の
対
象

と
す
る
の
は
ア
リ
ゾ
ナ
に
位
置
す
る
ソ
ル
ト
リ
バ
ー
事
業
で
あ
り
、
一
九
〇
三
年
に

最
初
に
認
可
さ
れ
た
事
業
の
一
つ
で
あ
る
。

（
二
）
先
行
研
究

開
墾
事
業
に
つ
い
て
は
多
く
の
先
行
研
究
が
存
在
す
る
。
ロ
ー
レ
イ
（R

ow
ley

）

（
１
）

（
２
）

【
論
説
】
二
〇
世
紀
初
頭
ア
メ
リ
カ
の
開
墾
部
の
組
織
設
計

日

高

卓

朗

―
ソ
ル
ト
リ
バ
ー
事
業
の
職
員
へ
の
影
響
の
事
例
分
析
―
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に
よ
っ
て
、
二
〇
〇
六
年
に
既
存
の
研
究
を
基
と
し
た
通
史
的
記
述
が
整
理
さ
れ
た

他
、
開
墾
事
業
に
関
係
し
た
研
究
を
集
め
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
成
果
が
二
〇
〇
八
年
に

公
開
さ
れ
た
。
開
墾
事
業
の
研
究
は
、
事
業
全
体
や
個
別
の
事
業
を
対
象
と
し
た
政
治

史
・
技
術
史
が
中
心
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。

既
存
の
研
究
で
は
、
今
回
の
分
析
対
象
で
あ
る
組
織
設
計
は
重
視
さ
れ
て
い
な
い
。

開
墾
部
が
官
僚
制
的
な
組
織
で
あ
る
と
明
ら
か
な
こ
と
で
、
詳
細
な
検
討
が
試
み
ら

れ
て
こ
な
か
っ
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。
た
だ
し
組
織
と
そ
の
構
成
員
へ
の
着
目

が
無
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
ロ
ー
レ
イ
は
開
墾
部
を
特
徴
づ
け
る
も
の

と
し
て
技
術
者
、
社
会
哲
学
と
共
に
官
僚
制
組
織
を
挙
げ
、
簡
単
に
紹
介
を
行
っ
て

い
る
。
既
存
研
究
で
示
さ
れ
る
組
織
の
特
徴
と
し
て
は
、
上
層
部
の
意
思
決
定
の
影
響

の
強
さ
が
あ
る
。
ロ
ー
レ
イ
の
通
史
で
は
一
部
の
長
官
と
そ
の
任
期
中
の
組
織
の
特

徴
が
紹
介
さ
れ
、
上
層
部
の
政
治
的
判
断
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
ラ
イ
ス
ナ
ー

（R
eisner

）
の
一
九
九
九
年
の
著
作
は
、
開
墾
部
・
局
や
同
様
に
公
的
機
関
で
あ
る

陸
軍
工
兵
隊
の
上
層
部
の
意
思
決
定
と
影
響
を
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
不
明
瞭
な

部
分
が
残
る
組
織
設
計
に
よ
る
影
響
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
史
料
を
用
い
た
事
例
分

析
を
通
じ
て
明
ら
か
と
す
る
。

職
員
の
性
格
に
つ
い
て
は
ラ
イ
ス
ナ
ー
が
、「
開
墾
部
に
勤
務
す
る
技
術
者
に
は
、

砂
漠
の
真
ん
中
で
喜
々
と
し
て
果
物
を
育
て
て
い
る
愚
か
者
ど
も
の
た
め
に
水
文
学

（H
ydrology

）
の
奇
跡
を
興
し
て
や
る
神
の
ご
と
き
階
級
と
、
自
分
達
を
み
な
す
傾

向
が
あ
っ
た
」
と
表
現
し
て
い
る
他
、
ロ
ー
レ
イ
の
整
理
に
お
い
て
も
、
フ
ー
ヴ
ァ
ー

大
統
領
の
、
技
術
者
を
聖
職
者
と
例
え
る
発
言
を
引
用
し
て
類
似
の
表
現
が
見
ら
れ

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
事
例
分
析
を
通
じ
て
検
討
を
行
う
。

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
三
）
職
員
に
つ
い
て

一
九
〇
二
年
に
成
立
し
た
開
墾
部
は
、
当
初
、
仕
事
に
不
慣
れ
で
公
務
員
の
業
務

の
知
識
が
浅
い
職
員
ま
で
抱
え
こ
ん
だ
新
組
織
で
あ
り
、
業
務
上
の
問
題
が
多
発
し

て
い
た
。
能
力
に
基
づ
い
た
雇
用
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
基
礎
的
な
試
験

を
経
ず
に
雇
用
さ
れ
た
職
員
が
多
く
存
在
し
た
。

開
墾
部
に
所
属
す
る
技
術
者
は
役
職
で
分
け
ら
れ
た
。
公
務
員
試
験
に
合
格
し
た
若

者
で
あ
る
技
術
補
佐
官
（E

ngineering A
ides

）、
ア
シ
ス
タ
ン
ト
技
術
者
（A

ssistant 

E
ngineer

）、
中
年
の
経
験
豊
か
な
者
で
あ
る
技
術
者
（E

ngineer

）
と
昇
進
す
る
に

つ
れ
て
給
料
・
責
任
が
増
し
た
。
技
術
者
の
上
に
も
、
事
業
の
全
責
任
を
も
つ
主
任
技

術
者
（C

hief E
ngineer

）、
主
任
技
術
者
の
代
理
で
あ
る
監
督
技
術
者
（Supervising 

E
ngineer

）
な
ど
の
役
職
が
存
在
し
た
。
技
術
者
に
は
、
選
抜
さ
れ
て
地
質
調
査
局

（G
eological Survey

）
の
水
路
学
部
門
で
働
い
て
い
た
経
験
を
持
つ
者
と
、
国
家
公

務
員
任
用
委
員
会
を
通
じ
て
新
た
に
配
属
さ
れ
た
者
が
含
ま
れ
た
。
事
務
官
も
国
家
公

務
員
任
用
委
員
会
を
通
じ
て
配
属
さ
れ
た
。
事
務
官
の
選
抜
に
つ
い
て
は
、
各
事
務

所
の
判
断
で
行
わ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
史
料
中
に
監
督
技
術
者
に
よ
る
採
用
活
動
の

例
が
存
在
し
た
。
一
九
〇
七
年
の
一
二
月
六
日
の
会
計
官
か
ら
の
報
告
書
に
よ
れ
ば
、

ソ
ル
ト
リ
バ
ー
事
業
の
事
務
組
織
は
、
長
年
に
亘
っ
て
勤
務
し
て
い
た
職
員
の
転
職
・

退
職
に
よ
り
、
一
年
以
上
業
務
に
支
障
を
き
た
し
て
い
た
。
監
督
技
術
者
の
ヒ
ル
（L

. 

C
. H

ill

）
は
オ
ー
ル
ド
・
ガ
ー
ド
（O

ld G
uard

）
と
形
容
さ
れ
る
ジ
ェ
ン
キ
ン
ス
（J. 

C
. Jenkins

）
と
ピ
ア
ソ
ン
（H

. M
. Peason

）
の
二
人
の
職
員
と
残
さ
れ
た
。
ヒ
ル

は
事
務
官
の
選
抜
を
続
け
、
新
し
く
組
織
を
構
成
し
た
。
ま
た
、
地
元
の
人
間
を
、
公

務
員
で
は
な
く
特
別
労
働
者
と
し
て
一
時
的
に
雇
用
し
て
い
た
例
も
存
在
し
た
。
今
回

分
析
す
る
ソ
ル
ト
リ
バ
ー
事
業
に
所
属
し
た
職
員
の
う
ち
、
査
察
報
告
書
か
ら
確
認

で
き
た
人
物
の
一
覧
が
表
一
で
あ
る
。
必
ず
し
も
そ
の
時
点
で
所
属
し
て
い
た
全
て

（
９
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
13
）
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表一．ソルトリバー事業の職員
記録日付 氏　　名 職　　　種 給料 （$） / 期間

1906  /  5  /  19

L. C. Hill Supervising Engineer 4,000 年
S. B. Taggart Field Asst.    100 月
C. B. Burson Stenographer 1,000 年
G. N. Vansant Spec. Dis. Agt. 1,200 年
Frank Huffer Misc Accts. Clerk    100 月

A. D. Williamson Pay Roll Clerk    110 月
J. C. Jenkins Purchasing Agent    100 月

C. M. Paddock Bookkeeper, Cost System      85 月
H. M. Pearson Voucher Clerk    900 年

E. S. Kirkpatrick Property & Sta. Clerk    100 月
E. G. Lee Comissary Clerk    100 月
Ross Lee Comissary Clerk      75 月

Chas. Beaumont Comissary Clerk    125 月
W. A. Farish Engineer 1,800 年

Susie Schermahorn Stenographer      65 月
C. W. Smith Construction Engineer 3,000 年
F. L. Mitchel Transitman      85 月
Karl Weitze Engineering Aide    900 年

Hoyt Medder Rodman      60 月
Paul Pitchlym Rodman      55 月

Chas. Dearsley Force A/C      55 月
A. L. Harris Engineer 1,600 年
F. Teichman Engineer 2,400 年
K. Shibley Draftsman      70 月

O. T. Reedy Asst. Engineer 1,400 年
Hugh Redmond Asst. Engineer 1,200 年

E. O. Blades Gager, Roosevelt      45 月
E. Duryee Cement Expert 3,000 年

Chas. Schantz Foreman    125 月
R. R. Coglan Chemist    100 月
Van Bagley Asst. Chemist      50 月

O. J. McIntre Asst. Engineer 1,400 年
A. H. Demrick Asst. Engineer    150 月
J. E. Sprague Field Assistant      75 月

Dr. R. F. Palmer Doctor    200 月
T. Hinchion Assistant （Hospital）      75 月

Clayton Bennett Foreman    125 月
Harry Haitt Team Foreman      90 月

John Whitney Foreman    150 月
A. P. Cox Foreman    150 月

B. R. Harrison Foreman    150 月
T. Blades Foreman    150 月

J. M. Urquhart Foreman    175 月
J. R. Thompson Foreman    100 月

R. G. Wetherstone Foreman    100 月
J. D. Stannard Asst. Engineer 1,600 年
A. T. Garner Drill Foreman    175 月

1907 / 12 / 6

S. B. Taggart Seneior Clerk （Chief Clerk）    165 月
J. C. Jenkins Clerk （Purchasing Agent） 1,800 年
H. M. Peason Typewriter, Voucher Clerk 1,440 年

C. B. Barnhard Clerk （Special Fiscal Agent） 1,560 年
W. K. Schofield Clerk （Bookkeeper）    125 月
W. G. Carpentor Under Clerk （Typewriter）      75 月

J. E. Sprague Clerk （Asst. Purchasing Agent, etc.）    125 月
W. E. Claffin Junior Clerk （Stenographer）    100 月

C. W. Pomeroy Reg. （Property and Stationery）    100 月
W. P. Marine Reg. （Bookkeeper）    120 月
W. M. Shiras Reg. （Payrolls）    110 月
S. B. Norton Clerk （Special Fiscal Agent） 1,800 年

Chas Beaumont Reg. （Forwarding Agent）    125 月
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記録日付 氏　　名 職　　　種 給料 （$） / 期間
（1907 / 12 / 6） J. F. Gray Reg. （Stenographer）    100 月

C. F. Dearsley Reg. （Cost keeper on Contracts）    100 月
H. W. Bodie Reg. （Storehouse Clerk）    100 月

Chas Bussey Reg. （Timekeeper, Roosevelt）    100 月
A. H. Neal Reg. （Timekeeper, Granite Reef）    110 月

A. D. Parkhurst Reg. （Timekeeper, Transmission Line）      75 月
G. W. Byrnes Office man    100 月

B. Wilber Storekeeper （Granite Reef）      80 月
N. C. Brogham Storekeeper （Mesa）      80 月

1907 / 3 / 7

L. C. Hill Supervising Engineer 4,800 年
C. W. Smith Constructing Engineer 3,600 年
F. Teichman Engineer 3,000 年
W. A. Farish Engineer 2,040 年
A. L. Harris Assistant Engineer 2,100 年

J. D. Stannard Assistant Engineer 2,040 年
O. L. Meintyre Assistant Engineer 1,680 年
W. A. Perkins Assistant Engineer 1,440 年

H. S. Reed Assistant Engineer 1,500 年
C. R. Weitze Engineering Aide 1,440 年

G. N. Vansant Stenographer 1,440 年
C. B. Burson Stenographer 1,440 年
H. M. Peason Typewriter 1,440 年
J. C. Jenkins Typewriter, （Purchasing Agent） 1,440 年
F. E. Huffer Bookkeeper    125 月

C. S. Witbeck Examiner 1,800 年
C. B. Barnhard Fiscal Agent 1,560 年
S. B. Taggert Chief Clerk    150 月

Wm. K. Schofield Bookkeeper    125 月
J. E. Sprague Clerical    120 月
T. J. E. Kemp Clerical    100 月

J. M. Urquhart Masonry Inspectors    200 月
R. T. Blades Masonry Inspectors    175 月

A. P. Cox Masonry Inspectors    175 月
John Mereer Masonry Inspectors    150 月
L. L. Allen Masonry Inspectors    150 月

Charles Henderson Deputy Inspectors      90 月
E. Ross Lee Deputy Inspectors      90 月

A. H. Demerick Foreman    175 月
John Whitney Foreman    175 月
Heator Gillis Foreman    150 月

J. R. Thompson Foreman    125 月
R. G. Weatherstone Foreman    125 月

Clayton Bennett Foreman    125 月
A. D. Landry Foreman    115 月

Henry Chilehuana Foreman      75 月
Fred Leeth Foreman        4 日
John Leeth Foreman        4 日

Heyt Medler Transitman      90 月
Sebird Henderson Rodman      80 月

P. P. Pitchlynn Rodman      80 月
C. K. McDonald Rodman      75 月
Kenneth Shibley Tracer    115 月

R. R. Coghlan Chemist    150 月
Charles Dearsley Timekeeper      95 月

Chas S Bussey Timekeeper    100 月
A. H. Neal Timekeeper    110 月
T. J. Brett Timekeeper    110 月

H. W. Bodie Timekeeper    100 月
G. R. Taylor Timekeeper    100 月

Chas. Beaumont Storekeeper    125 月
E. S. Kirkpatrick Property Clerk    125 月
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記録日付 氏　　名 職　　　種 給料 （$） / 期間
（1907 / 3 / 7） C. W. pomeroy Property Clerk    100 月

V. A. Bagley Cement Tester      85 月
Gregory Valenzuela Ditch Rider        3 日

Luther Jackson Ditch Rider    100 月
D. Ozburn Line Rider      75 月

Georgr Fisher Electrical Assistants        4 日
W. R. Douglas Electrical Assistants        3 日

T. F. Jones Machinist        5 日
Geo Gronewald Carpenter        4 日
L. D. Bushong Corral Boss      85 月

Sam Bayley Watchman      75 月
C. L. Atkins Engineman        4 日

T. B. Spellissy Engineman        4 日
E. Strait Engineman        4 日

J. W. Martin Superintendents    250 月
Chas Schantz Superintendents    175 月

1909 / 7 / 8

S. B. Taggart Chief Clerk    165 月
J. C. Jenkins Purchasing Agent 1,800 年
J. E. Sprague Asst. Purchasing Agent    125 月

C. B. Barnhard Special Fiscal Agent 1,800 年
W. P. Marine Bookkeeper 1,680 年
Carl Vogel Asst. Bookkeeper 1,560 年

H. M. Peason Voucher Clerk 1,440 年
W. E. Claffin Stenographer （File Clerk） 1,440 年

C. W. Pomeroy Pay Roll Clerk 1,440 年
J. L. Segall Clerk 1,320 年
E. F. Young Under Clerk （Stenographer）      75 月
J. F. Gray Jr. Clerk （Stenographer） 1,200 年

1910 / 7 / 6

S. B. Taggart Chief Clerk & Cost Keeper 1,980 年
C. B. Barnhard Special Fiscal Agent 1,800 年

J. C. Jenkins Purchasing Agent 1,800 年
W. P. Marine Bookkeeper 1,680 年
Carl Vogel Bookkeeper 1,560 年
J. L. Segall Payroll and Voucher Clerk 1,500 年

C. W. Pomeroy General Office Work 1,440 年
Harold Golge Reg. （General Office Work, Steno.）      75 月
J. E. Sprague Clerk （Water Sales） 1,500 年
E. D. Young Stenographer    900 年
E. Burdick Reg. （Temporary Clerk）        3 日
C. Geraty Reg. （Store Clerk, Phoenix）    100 月

L. Kenoleman Reg. （Store Clerk, Mesa）    125 月
Ben Stouton Reg. （Store Clerk Asst., Field Clerk）    100 月
C. A. Haffley Reg. （Store Clerk, Roosevelt）    100 月
Marcus May Reg. （Timekeeper, O & M canals）    100 月

Edward David Reg. （Timekeeper, O & M canals）      75 月
G. W. Byrnes Timekeeper （Roosevelt）    100 月

J. F. Gray Stenographer and General Clerk.    100 月

1912 / 3 / 8

W. P. Marine Sr. Clerk （Chief Clerk） 1,800 年
J. C. Jenkins Sr. Clerk （Purchasing Agent） 1,980 年

C. B. Barnhard Sr. Clerk （Fiscal Agent） 1,800 年
H. E. Edington Clerk （Fiscal Agent） 1,560 年
C. W. Pomeroy Jr. Clerk （Bookkeeper） 1,440 年

Mrs. D. R. Raub Clerk （Steno. Pro. Eng.）        4 日
D. G. Henderson Will take first exam. （Bill Clerk）    100 月
W. W. Robertson Will take first exam. （Pay-roll Clerk）        3 日

C. B. Burson Jr. Clerk（Steno., Timekeeper） 1,200 年
C. Geraty Reg. （S. H. Clerk, Phoenix Storehouse）    100 月

L. Kemperman Reg. （S. H. Clerk, Mesa Storehouse）    135 月
N. E. Crandall Reg. （S. H. Clerk, Roosevelt Storehouse）      85 月

E. David Timekeeper （Canal Construction）      90 月
J. E. Sprague Head clerk （Water Department） 1,680 年
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記録日付 氏　　名 職　　　種 給料 （$） / 期間
（1912 / 3 / 8） Miss E. F. Young Under Clerk （Steno. O & M） 1,200 年

F. C. Henshaw Field clerk （Water Department）      90 月
B. Stanton Field clerk （Water Department, Mesa）    107 月

M, May Timekeeper （Canal Operation）    110 月
Geneviece Schaffhauser Temp. Clerk （Water Departent）      75 月

1913 / 5 / 7

W. P. Marine Senior Clerk （Chief Clerk） 1,920 年
Mrs. D. R. Raub Clerk （Steno. File Clerk） 1,500 年

D. K. Clint Clerk （Fiscal Agt. Voucher Clerk） 1,620 年
H. E. Edington Clerk （Purchasing Agent） 1,680 年
C. W. Pomeroy Clerk （Bills, Class, Bk., W. O. System） 1,560 年
C. A. Greene Clerk （Bookkeeper） 1,500 年

Miss E. F. Young Jr. Clerk （Steno. to Engr. O & M） 1,200 年
F. C. Henshaw Jr. Clerk （Principal Clerk） 1,200 年

Miss G. Schaffhauser Reg. （Recorder, Clerk, Water Office）      75 月
Miss V. F. Young Reg. （Typist, Clerk, Water Office）      75 月
W. W. Robertson Jr. Clerk （Clerk, Water Office South） 1,200 年

C. B. Burson Jr. Clerk （Steno. to Engr. Power Div.） 1,320 年
R. P. Cromer Special Laborer （Property）      85 月
Marcus May Reg. （Timekeeper）    120 月

W. K. Munroe Timekeeper      90 月
C. Geraty Reg. （Storehouse, Phoenix）    110 月

L. Kemperman Reg. （Storehouse, Mesa）    135 月
W. S. McDaniel Reg. （Storehouse, Roosevelt）      85 月
J. E. Sprogen Clerk （Supt. Canals, South Side） 1,680 年

Miss Helden Thatcher Reg. （Telephone Operator）      60 月

1917 / 7 / 7

D. W. Clint Chief Clerk 1,800 年
E. F. Young Stenographer 1,500 年
W. K. Craig Bookkeeper 1,440 年

A. F. Goethals Asst. Bookkeeper 1,020 年
E. A. Robertson Fiscal Agent 1,320 年

Frank Pettee Timekeeper & Asst. Fiscal Agent. 1,020 年
W. W. Robertson Property Inspector 1,320 年

James Ward Clerk （Steno. ） 1,140 年
Fred C. Henshaw Clerk （Water Rental, Water Right） 1,800 年

R. E. Jaycox Clerk （Water Rentals） 1,200 年
Wm. J. Martin Clerk （Water Rentals） 1,200 年

M. E. Tyler Clerk （Water Rentals） 1,020 年
F. S. Hoffman Clerk （Water Rentals） 1,080 年
C. W. Jaycox Clerk （Water Rentals） 1,080 年
L. W. Evarts Temp. Clerk （Water Rentals） 1,080 年
L. W. Jaycox Clerk （Water Rentals） 1,080 年
G. W. Baxter Complaint Dept. 1,200 年

Ada C. Troutman Temp. Clerk （Water Right） 1,080 年
Hazel O’Sullivan Temp. Clerk （Water Right） 1,080 年

J. S. Whelan Clerk （Water Right） 1,020 年
L. Kemperman Storekeeper （Phoenix）    140 月

E. E. Walsh Storekeeper （Phoenix）    100 月
H. R. Lyall Storekeeper （Phoenix）      75 月

H. Cunningham Storekeeper （Phoenix）      80 月
C. J. Geraty Storekeeper （Mesa）    100 月

K. W. Munroe Storekeeper （Roosevelt）      95 月
Wm. P. Davis Timekeeper （Roosevelt）      90 月
A. F. Miller Timekeeper （O. M. Camp）      75 月

出所：Box168 169, File314. から筆者が作成。
注）表記されている給与額は右列の期間ごとの金額である。
　　職種に記載される情報は史料ごとに詳細さが異なる。このうち、ForceA/C は現場作業員である。
　　Reg. は Registered の略記で、職種別の、適任な人材の登録簿に記載された職員である。
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の
職
員
が
記
録
さ
れ
て
い
な
い
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
後
半
に
技
術
者
が
少

な
い
理
由
と
し
て
、
同
事
業
の
主
要
工
事
が
終
了
し
技
術
者
の
必
要
性
が
薄
れ
た
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。

二　

リ
ー
ド
に
よ
る
規
則
違
反
問
題

（
一
）
発
端

一
九
一
三
年
に
発
覚
し
た
リ
ー
ド
（H

. S. R
eed

）
の
規
則
違
反
に
よ
っ
て
生
じ
た

一
連
の
査
察
は
、
開
墾
部
の
職
員
と
職
員
に
対
す
る
組
織
設
計
の
影
響
に
つ
い
て
多

く
の
材
料
を
提
供
す
る
。
違
反
行
為
発
覚
前
、
リ
ー
ド
は
技
術
者
と
し
て
高
い
評
価

を
得
て
い
た
。

一
九
一
二
年
四
月
一
二
日
の
ハ
イ
ル
マ
ン
（W

. H
. H

eilem
an

）
に
よ
る
報
告
書

で
は
運
営
・
管
理
を
担
当
す
る
リ
ー
ド
の
能
力
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
た
。
リ
ー
ド
は

や
る
気
の
あ
る
職
員
で
あ
っ
た
が
、
当
時
、
あ
ま
り
に
も
多
く
の
業
務
を
担
当
さ
せ

ら
れ
、
業
務
に
支
障
が
出
て
い
た
。
彼
は
上
司
の
意
見
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ず
、
ま

た
水
の
供
給
方
法
は
効
率
的
で
は
な
か
っ
た
。
担
当
す
る
業
務
を
他
の
職
員
に
譲
り
、

負
担
が
軽
減
さ
れ
れ
ば
、
よ
り
良
い
仕
事
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
、

農
家
と
対
話
す
る
時
間
が
で
き
る
こ
と
で
、
農
家
の
要
望
を
理
解
し
、
水
供
給
と
作

物
育
成
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。
農
家
が
敵
対
的
に
な
り
業
務

に
支
障
が
出
る
の
を
防
ぐ
上
で
、
リ
ー
ド
に
よ
る
農
場
へ
の
水
供
給
の
質
の
向
上
は

重
要
と
さ
れ
た
。
当
時
、
リ
ー
ド
は
事
業
の
水
供
給
設
備
の
建
物
の
中
に
常
駐
し
、

全
て
の
問
題
に
対
処
し
、
運
営
計
画
を
練
っ
て
い
た
。
彼
は
地
域
の
事
情
を
よ
く
理

解
し
て
お
り
、
外
出
し
て
見
回
る
こ
と
、
土
地
所
有
者
や
水
利
用
者
に
助
言
を
行
う

こ
と
を
望
ん
で
い
た
が
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
彼
は
開
墾
部
の
中
に
運
営
部

（
14
）

門
を
望
み
、
運
営
業
務
の
規
格
化
に
賛
成
し
た
。
ハ
イ
ル
マ
ン
は
、
リ
ー
ド
の
よ
う

な
正
し
い
意
見
と
業
務
改
善
の
意
思
を
持
つ
人
間
の
提
案
を
受
け
入
れ
な
い
状
況
は

適
切
で
は
無
い
と
判
断
し
た
。
リ
ー
ド
の
成
果
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
言
及
さ
れ

た
。
運
営
・
管
理
を
担
当
す
る
技
術
者
と
建
設
技
術
者
が
担
当
す
る
業
務
は
、
元
々

は
独
立
し
て
い
た
も
の
の
、
境
界
が
曖
昧
と
な
っ
て
い
た
。
南
側
の
設
備
は
主
に
運

営
・
管
理
を
担
当
す
る
リ
ー
ド
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
、
大
き
な
障
害
も
な
く
運
用
さ

れ
て
い
た
。
一
方
で
北
側
は
、
リ
ー
ド
が
殆
ど
関
わ
ら
ず
、
建
設
技
術
者
の
み
に
よ
っ

て
建
設
さ
れ
た
。
こ
の
為
、
北
部
に
建
設
さ
れ
た
設
備
の
質
は
悪
く
、
運
営
費
用
が

高
い
も
の
と
な
っ
た
。
以
上
の
状
況
を
踏
ま
え
て
、
リ
ー
ド
が
建
設
工
事
に
意
見
を

出
す
こ
と
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
提
案
さ
れ
た
。

一
九
一
三
年
五
月
二
六
日
の
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
（F. H

. N
ew

ell

）
長
官
か
ら
ロ
サ
ン

ゼ
ル
ス
の
監
督
技
術
者
へ
の
書
簡
に
お
い
て
は
、
リ
ー
ド
を
六
ヶ
月
か
ら
一
年
に
か

け
て
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
滞
在
さ
せ
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。
リ
ー
ド
の
滞
在
は

灌
漑
の
実
施
に
お
い
て
有
益
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
よ
り
大
き
な
仕
事
が
担
当
さ
せ

ら
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
精
力
的
で
、
肯
定
的
な
評
価
を
受
け
て
い
た
リ
ー
ド
で
あ
っ
た
が
、

規
則
違
反
行
為
が
発
見
さ
れ
、
調
査
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
九
一
三
年
七
月

二
二
日
に
、
事
業
技
術
者
（P

roject E
ngineer

）
の
位
に
あ
っ
た
フ
ィ
ッ
チ
（C

. H
. 

Fitch

）
は
、
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
長
官
に
リ
ー
ド
の
規
則
違
反
行
為
を
発
見
し
た
報
告
書

を
送
っ
た
。
規
則
違
反
行
為
は
、
一
九
一
〇
年
の
三
月
二
五
日
か
ら
ソ
ル
ト
リ
バ
ー

事
業
の
主
任
事
務
官
（C

hief C
lerk

）
を
担
当
す
る
ス
プ
ラ
ー
グ
（J. E

. Sprague

）

に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
。
彼
は
運
営
管
理
を
担
当
す
る
リ
ー
ド
の
下
で
働
い
て
い
た
。

リ
ー
ド
は
一
九
一
〇
年
七
月
一
日
に
、
彼
の
父
親
の
深
刻
な
病
状
の
為
に
メ
イ
ン
州

の
ブ
ー
ス
ベ
イ
・
ハ
ー
バ
ー
（B

ooth-bay H
arbor

）
に
向
か
い
事
務
所
に
不
在
と

（
15
）

（
16
）

（
17
）
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な
っ
た
。
ス
プ
ラ
ー
グ
は
夏
季
の
水
販
売
記
録
を
確
か
め
る
中
で
、
い
く
つ
か
の
土

地
が
正
式
な
申
請
無
し
に
水
を
供
給
さ
れ
、
料
金
支
払
い
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と

に
気
が
つ
い
た
。
そ
の
た
め
何
人
か
の
農
家
に
手
紙
を
書
き
、
水
使
用
料
の
支
払
い

を
催
促
し
た
。
例
え
ば
、
ア
ル
カ
イ
ア
（G

. A
. A

lkire

） 

氏
に
は
一
九
一
〇
年
七
月

一
六
日
に
、
開
墾
部
に
対
し
て
四
〇
二
ド
ル
の
負
債
、
即
ち
一
エ
ー
カ
ー
あ
た
り
六

〇
セ
ン
ト
の
料
金
で
六
七
〇
エ
ー
カ
ー
分
の
負
債
を
抱
え
て
い
る
旨
を
記
し
た
手
紙

を
送
っ
た
。
七
月
一
八
日
に
返
信
が
あ
り
、
ア
ル
カ
イ
ア
氏
は
一
九
一
〇
年
五
月
三

〇
日
に
上
記
の
水
供
給
の
料
金
を
リ
ー
ド
に
支
払
っ
た
と
述
べ
た
。
証
拠
と
し
て
リ
ー

ド
宛
て
に
発
行
し
た
支
払
い
済
み
の
小
切
手
が
同
封
さ
れ
て
お
り
、
バ
レ
ー
銀
行

（Valley B
ank

）
で
換
金
が
行
わ
れ
て
い
た
。
彼
の
返
信
は
開
墾
部
宛
て
で
あ
っ
た
の

で
、
ソ
ル
ト
リ
バ
ー
事
業
の
主
任
事
務
官
で
あ
る
タ
ガ
ー
ト
（S. B
. Taggart

）
に

よ
っ
て
封
が
切
ら
れ
た
。
彼
は
ス
プ
ラ
ー
グ
に
書
簡
を
渡
す
際
に
や
り
取
り
に
つ
い

て
の
説
明
を
求
め
た
が
、
ス
プ
ラ
ー
グ
は
満
足
の
行
く
説
明
を
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
ア
ル
カ
イ
ア
氏
の
要
求
で
支
払
い
済
み
小
切
手
は
彼
に
返
却
さ
れ
、
リ
ー

ド
か
ら
出
発
前
に
聞
か
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
説
明
し
、
支
払
い
を
催
促
し
た
こ
と

へ
の
謝
罪
が
行
わ
れ
た
。
ス
プ
ラ
ー
グ
は
リ
ー
ド
が
事
務
所
に
戻
っ
て
来
た
際
に
一

連
の
や
り
取
り
の
書
簡
を
見
せ
、
事
前
に
こ
の
件
に
つ
い
て
助
言
が
無
か
っ
た
こ
と

は
遺
憾
で
あ
る
旨
を
伝
え
た
。
一
九
一
〇
年
か
ら
一
九
一
一
年
に
跨
る
冬
季
の
間
、

リ
ー
ド
と
ヤ
ン
グ
（M

iss E
. F. Young

）
は
ア
ル
カ
イ
ア
氏
へ
二
、
三
の
小
規
模
な

水
供
給
契
約
を
準
備
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
支
払
い
に
は
リ
ー
ド
の
個
人
口
座
が
使
わ

れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
契
約
書
に
関
し
て
は
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
事
務
所
に
保
管
さ
れ
て

い
た
。
一
九
一
〇
年
の
夏
季
か
ら
一
九
一
二
年
二
月
二
八
日
に
か
け
て
の
、
正
式
な

申
請
無
し
に
水
供
給
を
受
け
て
い
た
土
地
の
リ
ス
ト
が
表
二
で
あ
る
。
主
任
事
務
官

の
職
に
あ
る
間
、
ス
プ
ラ
ー
グ
は
個
人
的
に
、
規
則
違
反
を
犯
し
た
水
使
用
者
に
支

払
い
を
催
促
す
る
書
簡
を
準
備
し
、
リ
ー
ド
に
渡
し
て
い
た
が
、
破
棄
さ
れ
る
か
、

も
し
く
は
発
送
さ
れ
な
か
っ
た
。
ス
プ
ラ
ー
グ
曰
く
、
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
事
務
所
の
職

員
の
間
で
は
リ
ー
ド
に
よ
る
水
使
用
者
か
ら
の
料
金
徴
収
は
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、

特
別
会
計
官
や
他
の
給
水
部
門
の
職
員
は
知
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
フ
ィ
ッ
チ
は

事
態
が
公
に
な
る
の
を
避
け
る
為
に
、
ス
プ
ラ
ー
グ
と
ヘ
ン
シ
ョ
ー（F. C

. H
enshaw

）

が
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
た
他
の
事
例
へ
の
調
査
は
行
わ
な
か
っ
た
。
フ
ィ
ッ
チ
は
、
こ

の
件
の
調
査
は
長
官
に
任
命
さ
れ
た
他
の
者
が
担
当
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え

た
。
リ
ー
ド
が
手
に
し
た
金
銭
は
、
ア
ル
カ
イ
ア
と
の
契
約
だ
け
で
過
去
三
年
間
で

二
，三
〇
〇
ド
ル
以
上
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

（
二
）
調
査
委
員
会
に
よ
る
報
告

一
九
一
三
年
七
月
二
八
日
に
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
は
返
信
を
行
い
、
リ
ー
ド
の
規
則
違

反
に
対
し
遺
憾
の
意
を
示
す
と
共
に
、
事
実
関
係
を
明
ら
か
に
す
べ
く
技
術
者
の
ハ

ン
ナ
（F. W

. H
anna

）
を
長
と
す
る
調
査
委
員
会
を
発
足
さ
せ
る
と
述
べ
た
。
調
査

員
に
は
ブ
ラ
ン
チ
ャ
ー
ド
（C

. J. B
lanchard

）
と
セ
イ
ド
マ
ン
（H

. P. Seidem
an

）

が
任
命
さ
れ
た
。
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
は
リ
ー
ド
と
職
員
、
水
利
用
者
と
の
共
謀
を
疑
っ

て
い
た
。
彼
は
、
水
利
用
者
は
正
規
の
料
金
支
払
い
を
逃
れ
よ
う
と
し
て
お
り
、
リ
ー

ド
は
自
ら
に
振
り
込
ま
れ
た
料
金
の
着
服
を
試
み
て
い
る
と
考
え
た
。

一
九
一
三
年
七
月
二
八
日
の
ハ
ン
ナ
へ
の
指
示
書
か
ら
は
、
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
が
問

題
と
考
え
て
い
た
点
と
彼
が
求
め
た
開
墾
部
と
し
て
あ
る
べ
き
姿
が
伺
え
る
。
指
示

書
で
記
さ
れ
た
内
容
は
以
下
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

第
一
に
リ
ー
ド
の
規
則
違
反
に
つ
い
て
の
見
解
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
は
フ
ェ

ニ
ッ
ク
ス
事
務
所
の
職
員
の
間
で
リ
ー
ド
の
不
正
が
広
く
認
識
さ
れ
て
い
た
点
を
最

も
深
刻
と
考
え
、
こ
の
点
の
事
実
確
認
調
査
に
特
に
注
意
を
要
求
し
た
。
規
則
違
反

（
18
）
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を
認
識
し
て
い
た
職
員
の
名

前
を
確
認
し
、
各
人
が
こ
の

件
に
限
ら
ず
法
・
規
則
の
違

反
や
問
題
と
な
る
事
例
に
つ

い
て
認
識
し
て
い
た
内
容
を

記
録
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

た
。
彼
は
、
遵
守
さ
れ
る
べ

き
規
則
は
全
て
の
職
員
が
閲

覧
可
能
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し

て
印
刷
さ
れ
て
い
る
為
、
規

則
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う

弁
解
は
通
用
し
な
い
と
考
え

た
。
す
な
わ
ち
、
全
て
の
職

員
は
金
銭
取
引
が
会
計
官
を

通
じ
て
の
み
行
わ
れ
る
べ
き

こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
し

た
。
規
則
で
は
、
会
計
官
以

外
の
人
間
が
金
銭
を
受
け

取
っ
た
場
合
は
、
そ
の
件
に

つ
い
て
メ
モ
を
作
成
し
、
会

計
官
に
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
彼
は
、
規
則

に
違
反
し
た
取
引
を
知
る
者

が
、
認
識
し
た
事
実
を
会
計

表二．正式な申請無しに水の供給を受けていた土地
事業北側

年 季節 契　　約　　者 場　　所 面積 （エーカー） 料金 （$）

1910年 夏
G. A. Alkire NW28-2-2 160   90
G. A. Alkire W1/2 21-2-2 320 192

Daniel Hutchinson N-SW 9-2-2   80   48

1910-11年 冬

G. A. Alkire W21-2-2 320 320
G. A. Alkire NW28-2-2 160 160

M. D. McAllister, A. L. Springer, Clara. B.,
P. G. Dismukes Est. W-NE 31-2-1   80   80

P. G. Dismukes Est. & Clara. B. SW31-2-1 157 157
P. G. Dismukes Est. & Clara. B. SE31-2-1 160 160

1911年 夏

G. A. Alkire W 21-2-2 320 192
G. A. Alkire E-NW 28-2-2   75   45

M. D. McAllister, A. L. Springer, Clara. B.,
P. G. Dismukes Est. W-NE 31-2-1   80   48

P. G. Dismukes Est. & Clara. B. SW31-2-1 157    94.2
P. G. Dismukes Est. & Clara. B. SE31-2-1 160 96

1911-12年 冬

G. A. Alkire W 21-2-2 320 320
G. A. Alkire E-NW 28-2-2   75   75

J. M. Jamison SW15-2-2 155 155
H. W. Hopen Est. E-W & SE 30-2-1 320 320

P. G. Dismukes Est. & Clara B. S 31-2-1 317 317
M. D. McAllister, A. L. Springer, Clara. B.,

P. G. Dismukes Est. W-NE 31-2-1   80   80

C. S. Berryman E-NE 31-2-1   80   80
事業南側

年 季節 契　　約　　者 場　　所 面積 （エーカー） 料金 （$）
1910-11年 冬 W. J. Clemans 18-1S-5E 595 595
1911年 夏 W. J. Clemans 18-1S-5E 595 357

1911-12年 冬

W. J. Clemans 18-1S-5E 595 595
Len Mets NW 33-1-6 158 158

J. E. Huber NE 30-1S-5E 100 100
Chas. Mullen 32-1S-4E 300 300

Packard Investment Co. 12-1S-4E 160 160

1912年 夏
J. E. Huber NE 30-1S-5 100   60

Chas. Mullen 32-1S-4E 300 180
Packard Investment Co. 12-1S-4E 160   96

1912-13年 通年

W. J. Clemans 18-1S-5E 595 654.5
Chas. Mullen 32-1S-5E 362.6AF 199.43

Packard Investment Co. 12-1S-4E 250.41AF 137.73
City of Chandler （5 Acres） 8.68AF 4.77

合計金額 （南北） 6626.63
出所：Box169, File314, B151287.  から筆者が作成。
注） 表中の AF はエーカーフィートであり、水の供給量を表す。この場合は供給量による契約となる。
　　Est. は Estate の略であり、史料中で土地所有者を示す為に付けられている。



― 160 ―

官
に
適
切
な
方
法
で
提
供
し
た
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
罰
則
の

対
象
と
な
る
と
し
た
。
罰
則
に
つ
い
て
は
、
規
則
違
反
行
為
に
関
す
る
各
人
の
知
識

の
程
度
を
可
能
な
限
り
確
認
し
、
解
雇
、
降
格
、
叱
責
の
何
れ
か
を
与
え
る
べ
き
と

さ
れ
た
。
ま
た
、
彼
は
水
利
用
者
に
も
責
任
を
求
め
た
。
通
常
の
手
続
き
を
経
ず
に

水
の
供
給
を
受
け
て
い
る
地
主
達
は
、
正
し
い
手
続
き
を
踏
ん
で
水
の
供
給
を
受
け
、

使
用
料
を
支
払
う
べ
き
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
集
金
す
る
権
利
を
持
っ
て
お
ら
ず
開
墾

部
の
代
理
で
も
な
い
リ
ー
ド
へ
の
料
金
支
払
い
か
ら
、
水
使
用
者
が
、
法
と
規
則
か

ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
た
。
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
は
、
開
墾
事
業
の
成
功
に
は

絶
対
的
な
清
廉
さ
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
信
念
を
持
っ
て
い
た
。
清
廉
さ
を
損
な
う

こ
と
は
破
滅
を
意
味
し
て
お
り
、
損
な
う
も
の
を
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
記

さ
れ
た
。

ま
た
彼
は
、
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
事
務
所
の
組
織
構
成
の
調
査
も
求
め
た
。
第
一
に
、

監
督
技
術
者
と
事
業
技
術
者
に
よ
る
監
督
の
有
効
性
の
検
討
で
あ
る
。
彼
は
、
リ
ー

ド
の
規
則
違
反
行
為
が
常
識
と
な
り
、
監
督
・
事
業
技
術
者
に
知
ら
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
是
正
も
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。
第
二

に
、
組
織
再
編
の
検
討
で
あ
る
。
今
回
の
規
則
違
反
問
題
に
関
連
し
て
、
日
常
業
務

に
お
け
る
組
織
の
効
率
性
の
検
討
が
要
求
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
事
務
作
業
や
建
設
、

運
用
、
維
持
管
理
を
実
行
す
る
組
織
の
枠
組
み
を
慎
重
に
検
討
し
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の

事
務
所
へ
報
告
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
こ
の
要
請
の
背
景
と
し
て
、
作
物
の
報

告
書
や
工
事
の
見
積
も
り
、
将
来
の
計
画
に
関
す
る
文
章
な
ど
の
デ
ー
タ
提
出
に
あ

た
り
、
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
事
務
所
で
か
な
り
の
遅
れ
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

調
査
委
員
会
は
、
組
織
再
編
に
向
け
て
、
事
業
所
の
各
職
員
に
必
要
な
変
化
の
検
討

を
求
め
ら
れ
た
。
現
在
の
従
業
員
の
い
ず
れ
か
が
事
業
管
理
者
と
し
て
の
能
力
と
完

全
性
を
備
え
て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
は
、
報
告
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。

ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
は
ま
た
、
規
則
違
反
問
題
の
公
表
方
法
に
つ
い
て
も
指
示
し
た
。

彼
は
、
法
と
規
則
に
違
反
す
る
試
み
と
、
金
銭
取
引
の
事
実
に
つ
い
て
の
正
確
な
情

報
の
公
開
を
求
め
た
。
公
表
が
で
き
る
だ
け
煽
情
的
で
な
い
形
で
行
わ
れ
、
開
墾
部

の
、
不
正
を
注
視
し
て
迅
速
に
修
正
す
る
姿
勢
を
一
般
に
知
ら
せ
る
こ
と
が
重
要
だ

と
し
た
。

こ
の
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
か
ら
の
指
示
に
よ
っ
て
、
調
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

調
査
委
員
会
の
任
命
は
次
の
よ
う
な
手
順
で
行
わ
れ
た
。
七
月
一
九
日
に
会
計
査
察

官
の
セ
イ
ド
マ
ン
に
、
七
月
十
八
日
の
フ
ィ
ッ
チ
か
ら
の
書
簡
に
基
づ
い
て
、
規
則

違
反
に
つ
い
て
知
ら
せ
る
手
紙
が
送
ら
れ
た
。
こ
の
手
紙
は
彼
に
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
に

向
か
い
、
フ
ィ
ッ
チ
と
予
定
さ
れ
た
調
査
に
つ
い
て
協
議
を
行
う
こ
と
を
求
め
て
い

た
。
七
月
二
五
日
に
は
ユ
マ
（Yum

a

）
に
滞
在
す
る
ハ
ン
ナ
に
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
の
セ

イ
ド
マ
ン
と
接
触
し
、
意
見
交
換
を
求
め
る
電
報
が
打
た
れ
た
。
七
月
二
八
日
に
は

三
名
に
調
査
委
員
会
に
任
命
す
る
旨
を
書
い
た
電
報
が
打
た
れ
た
。
七
月
二
八
日
に

は
、
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
の
ハ
ン
ナ
に
、
先
述
し
た
調
査
内
容
の
指
示
と
、
調
査
委
員
会

の
長
へ
の
任
命
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
た
手
紙
が
送
ら
れ
た
。

調
査
委
員
会
は
ま
ず
一
九
一
三
年
八
月
八
日
に
、
組
織
の
効
率
性
に
関
す
る
報
告

書
を
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
に
送
っ
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
ソ
ル
ト
リ
バ
ー
事
業
の
現
在
の

組
織
の
非
効
率
性
は
次
の
状
況
に
起
因
し
て
い
た
。

第
一
に
、
口
約
束
に
基
づ
い
て
取
引
を
行
う
傾
向
が
あ
り
、
水
供
給
に
特
例
を
認

め
て
報
告
し
な
い
規
則
違
反
が
行
わ
れ
て
い
た
。
通
行
権
や
水
供
給
の
判
断
に
際
し

て
、
口
約
束
に
基
づ
い
た
判
断
が
多
く
見
ら
れ
た
。
多
く
の
土
地
で
は
水
供
給
が
口

頭
契
約
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
後
で
、
料
金
支
払
い
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
慣
行
が

水
供
給
部
門
に
お
け
る
揉
め
事
の
元
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
規
則
上
、
一
六
〇
エ
ー

カ
ー
を
超
え
る
土
地
に
対
す
る
水
供
給
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
行
わ
れ
て
い
た
。

（
19
）

（
20
）
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こ
の
例
外
的
な
措
置
に
対
し
て
報
告
書
は
作
成
さ
れ
ず
、
水
供
給
に
関
す
る
ト
ラ
ブ

ル
を
引
き
起
こ
し
て
い
た
。

第
二
に
、
事
業
技
術
者
を
通
さ
ず
に
監
督
技
術
者
が
業
務
を
指
揮
し
、
口
頭
で
雇

用
者
に
指
示
を
出
し
て
い
た
。
監
督
技
術
者
は
事
業
の
詳
細
、
地
域
の
人
々
、
開
墾

部
の
職
員
を
熟
知
し
て
お
り
、
事
業
技
術
者
を
介
さ
ず
に
業
務
と
職
員
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
し
て
い
た
。
そ
の
為
、
事
業
技
術
者
は
地
域
の
人
々
と
職
員
か
ら
権
威
者
と
見
做

さ
れ
て
お
ら
ず
、
組
織
の
統
制
に
支
障
が
出
て
い
た
。

第
三
に
、
事
業
技
術
者
に
事
業
の
詳
細
な
把
握
が
欠
け
て
お
り
、
事
業
の
統
治
が

行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
事
業
技
術
者
は
事
業
の
工
事
が
完
成
し
て
か
ら
就
任
し
た

為
、
建
設
に
関
す
る
知
識
が
欠
け
て
い
た
。
性
格
も
活
発
で
は
な
く
、
多
く
の
仕
事

を
事
務
所
で
こ
な
す
た
め
、
事
業
の
業
務
、
現
地
の
土
地
と
農
家
を
熟
知
す
る
こ
と

が
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
事
業
技
術
者
は
職
務
遂
行
に
必
要

な
権
威
を
欠
い
て
い
た
。
ま
た
、
運
営
・
管
理
を
担
当
す
る
リ
ー
ド
の
支
配
的
な
性

格
に
よ
る
影
響
も
受
け
た
。
彼
は
仕
事
を
熟
知
し
、
職
員
と
親
密
な
関
係
を
築
き
、

事
業
技
術
者
と
の
連
携
を
拒
否
す
る
姿
勢
を
と
っ
た
た
め
、
事
業
技
術
者
は
運
営
・

管
理
業
務
に
携
わ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

第
四
に
、
リ
ー
ド
の
権
限
が
増
大
し
て
お
り
、
事
業
技
術
者
に
対
す
る
従
属
が
欠

け
て
い
た
。
リ
ー
ド
は
非
常
に
野
心
的
で
、
事
業
技
術
者
が
活
動
的
で
は
無
い
た
め
、

多
く
の
業
務
を
担
当
し
た
。
そ
の
為
、
彼
の
担
当
し
た
仕
事
は
質
が
悪
化
し
た
。
彼

が
見
る
べ
き
重
要
な
仕
事
の
大
部
分
は
無
視
さ
れ
、
彼
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
に
よ
っ
て

行
わ
れ
た
仕
事
の
品
質
が
悪
影
響
を
受
け
た
。

第
五
に
、
運
営
管
理
を
行
う
現
場
作
業
員
、
事
務
官
の
適
切
で
な
い
組
織
化
が
な

さ
れ
て
い
た
。
運
営
と
管
理
の
仕
事
が
一
つ
の
部
門
に
組
織
化
さ
れ
て
い
た
た
め
、

運
営
業
務
を
担
当
す
る
現
場
作
業
員
の
報
告
は
、
管
理
を
担
当
す
る
現
場
作
業
員
を

担
当
す
る
技
術
者
へ
も
行
わ
れ
た
。
こ
の
組
織
編
成
は
作
業
の
遅
れ
、
運
営
部
隊
と

管
理
部
隊
の
間
の
摩
擦
を
も
た
ら
し
た
。
何
ら
か
の
修
理
報
告
が
寄
せ
ら
れ
た
場
合
、

管
理
部
隊
に
よ
る
報
告
で
は
そ
れ
は
杜
撰
な
運
営
に
原
因
が
あ
り
、
運
営
部
隊
に
よ

る
報
告
で
は
、
そ
れ
は
杜
撰
な
管
理
に
原
因
が
あ
る
と
さ
れ
た
。
運
営
・
管
理
を
担

当
す
る
リ
ー
ド
の
下
の
組
織
は
、
事
業
の
北
部
と
南
部
ご
と
に
次
の
よ
う
に
構
成
さ

れ
て
い
た
。
ア
シ
ス
タ
ン
ト
灌
漑
管
理
人
は
運
営
管
理
を
担
当
す
る
技
術
者
に
報
告

し
た
。
水
路
監
督
官
は
ア
シ
ス
タ
ン
ト
灌
漑
管
理
人
に
報
告
し
た
。
配
水
人
は
水
路

監
督
官
に
報
告
し
、
維
持
管
理
業
務
を
行
う
職
工
は
直
接
、
運
営
管
理
を
担
当
す
る

技
術
者
に
報
告
し
た
。
こ
れ
に
加
え
て
、
農
業
統
計
を
作
成
す
る
査
察
官
が
存
在
し

た
。
こ
の
組
織
に
関
し
て
、
調
査
委
員
会
は
次
の
よ
う
な
改
編
を
提
案
し
た
。
事
業

全
体
に
対
し
て
一
名
の
灌
漑
管
理
人
と
、
灌
漑
管
理
人
に
報
告
を
行
う
一
名
の
ア
シ

ス
タ
ン
ト
灌
漑
管
理
人
を
置
く
と
し
た
。
そ
し
て
、
強
い
権
限
を
持
っ
た
、
灌
漑
管

理
人
に
直
接
報
告
を
行
う
水
路
監
督
官
を
置
く
と
し
た
。
こ
の
職
に
関
し
て
は
、
ア

リ
ゾ
ナ
水
路
シ
ス
テ
ム
、
グ
ラ
ン
ド
水
路
シ
ス
テ
ム
、
南
側
の
水
路
シ
ス
テ
ム
に
一

名
ず
つ
配
属
す
る
と
し
た
。
配
水
人
と
維
持
管
理
を
行
う
職
工
の
報
告
先
は
共
に
水

路
監
督
官
と
さ
れ
た
。
水
路
監
督
官
は
同
様
に
自
分
の
担
当
す
る
部
門
の
農
業
統
計

に
も
責
任
を
持
つ
と
さ
れ
た
。
以
上
が
改
変
の
提
案
で
あ
る
。
こ
の
改
編
に
つ
い
て

は
表
三
に
整
理
を
行
っ
た
。
報
告
経
路
が
直
線
的
に
並
ん
で
い
た
改
編
前
と
比
べ
て
、

改
編
後
は
分
割
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
調
査
委
員
会
は
ま
た
同
時
に
、
優
秀

な
設
計
技
術
者
、
建
設
技
術
者
を
雇
用
し
て
建
設
業
務
を
担
当
さ
せ
る
こ
と
、
大
量

の
建
設
作
業
を
こ
な
す
の
に
不
十
分
か
つ
不
適
当
な
組
織
を
改
善
す
る
こ
と
を
提
案

し
た
。
設
計
技
術
者
は
最
近
事
業
か
ら
離
れ
て
お
り
、
設
計
部
門
は
ベ
ー
カ
ー
（S. 

K
. B

aker

）
が
管
理
し
て
い
る
が
、
彼
の
設
計
業
務
に
関
す
る
経
験
は
豊
富
で
は
な

か
っ
た
。
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第
六
に
、
業
務
が
適
切
な
紙
面

契
約
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
ず
、
法

的
知
識
の
欠
如
に
よ
っ
て
業
務
が

遅
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
対
応
す

る
た
め
に
、
法
律
専
門
家
を
配
置

す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。

第
七
に
、
集
金
を
除
く
水
供
給

に
関
す
る
全
て
の
事
務
処
理
が

リ
ー
ド
の
指
示
で
行
わ
れ
て
い

た
。
本
来
は
、
簿
記
記
録
の
管
轄

権
を
持
つ
技
術
者
に
管
理
さ
れ
、

主
任
事
務
官
の
指
示
の
下
に
置
か

れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
主
任
事
務

官
と
事
業
技
術
者
が
納
金
と
水
供

給
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と
が
、
直
近
の
水
供
給
に
お
け
る
規
則
違
反
の
発
生
に
繋
が
っ

て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
問
題
の
更
な
る
発
生
を
防
ぐ
た
め
に
、
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
事
務

所
お
よ
び
メ
サ
事
務
所
の
事
務
処
理
業
務
は
緊
急
の
場
合
と
水
記
録
の
管
理
を
除
い

て
主
任
事
務
官
の
指
示
下
に
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

一
九
一
三
年
八
月
九
日
に
は
、
規
則
違
反
問
題
に
関
す
る
報
告
書
が
送
ら
れ
た
。

調
査
は
次
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
。
ま
ず
会
計
査
察
官
の
セ
イ
ド
マ
ン
が
七
月
二
五
日

金
曜
日
に
ソ
ル
ト
リ
バ
ー
に
到
着
し
た
。
彼
は
事
業
技
術
者
と
面
会
し
リ
ー
ド
の
規

則
違
反
疑
惑
に
つ
い
て
話
し
、
ス
プ
ラ
ー
グ
と
ヘ
ン
シ
ョ
ー
に
よ
る
宣
誓
書
の
コ
ピ
ー

を
受
け
取
っ
た
。
七
月
二
六
日
土
曜
日
に
、
配
水
記
録
を
用
い
た
詳
細
な
調
査
に
着

手
し
た
。
ハ
ン
ナ
は
七
月
二
八
日
に
到
着
し
、
監
督
技
術
者
、
事
業
技
術
者
、
リ
ー

（
21
）

ド
、
お
よ
び
水
供
給
部
門
に
い
る
彼
の
主
要
な
ア
シ
ス
タ
ン
ト
達
と
面
会
し
た
。
職

員
の
証
言
の
記
録
作
業
が
八
月
四
日
か
ら
六
日
ま
で
行
わ
れ
た
。
聞
き
と
り
の
対
象
と

な
っ
た
の
は
主
任
査
察
官
の
ハ
ル
ト
ン
（A

. J. H
altom

）、
水
供
給
部
門
の
記
録
員

の
ヘ
ン
シ
ョ
ー
、
ア
シ
ス
タ
ン
ト
灌
漑
管
理
人
の
ス
プ
ラ
ー
グ
、
リ
ー
ド
の
速
記
者

の
ヤ
ン
グ
、
主
任
水
路
学
者
の
ア
ス
プ
リ
ン
ド
（Frank A

splind

）、
そ
し
て
リ
ー
ド

で
あ
っ
た
。
こ
の
一
連
の
調
査
に
よ
っ
て
次
の
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

水
は
多
く
の
場
合
で
正
式
な
申
請
無
し
に
供
給
さ
れ
て
い
た
。
い
く
つ
か
の
ケ
ー

ス
で
は
、
支
払
い
は
リ
ー
ド
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
彼
の
口
座
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
。

こ
の
金
銭
は
、
表
面
上
、
申
請
が
正
式
に
認
め
ら
れ
た
際
に
支
払
わ
れ
る
金
銭
と
し

て
彼
に
所
有
さ
れ
た
。
水
供
給
に
よ
っ
て
開
墾
部
が
受
け
取
る
収
入
は
九
四
六
五
．

一
ド
ル
で
、
そ
の
う
ち
三
八
四
四
．
一
ド
ル
が
リ
ー
ド
に
よ
っ
て
集
金
さ
れ
て
い
た
。

彼
に
よ
る
最
初
の
集
金
は
一
九
一
〇
年
の
五
月
三
〇
日
で
、
最
後
の
集
金
は
一
九
一

三
年
の
五
月
一
五
日
で
あ
っ
た
。
リ
ー
ド
に
よ
っ
て
受
け
取
ら
れ
た
全
て
の
小
切
手

は
、
ア
リ
ゾ
ナ
畜
牛
会
社
（A

rizona C
attle C

o.

）
に
よ
る
、
一
九
一
二
年
六
月
一

五
日
の
三
〇
〇
ド
ル
の
小
切
手
と
一
九
一
二
年
六
月
五
日
の
一
八
六
ド
ル
の
小
切
手

を
除
い
て
換
金
さ
れ
、
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
の
バ
レ
ー
銀
行
（Valley B

ank

）
に
あ
る
彼

の
口
座
に
入
金
さ
れ
た
。
ま
た
今
回
の
調
査
で
未
収
金
の
金
が
五
三
〇
九
．
一
ド
ル

存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
り
、
一
九
一
三
年
七
月
三
〇
日
に
こ
の
件
に
つ
い
て
各
水
利

用
者
へ
手
紙
で
連
絡
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
の
町
は
特
別
な
契
約
下
に

あ
っ
た
為
に
免
除
さ
れ
た
。

多
く
の
場
合
で
、
既
に
リ
ー
ド
は
集
金
し
た
料
金
を
正
式
な
申
請
後
の
水
料
金
の

支
払
い
に
当
て
て
い
た
。
申
請
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
所
有
す
る
前
に
譲
受
人
が
土

地
を
所
有
し
て
水
を
受
け
取
っ
た
よ
う
に
見
え
る
よ
う
に
、
水
供
給
の
対
象
期
間
と

整
合
性
が
と
れ
る
よ
う
に
日
付
が
戻
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、
リ
ー
ド
に
水
供
給
シ
ー

（
22
）

表三．調査委員会による組織改編提案
報告者 報告先

改編前
（南北別）

アシスタント灌漑管理人 技術者（運営管理担当）
水路監督官 アシスタント灌漑管理人

配水人 水路監督官
職工（維持管理） 技術者（運営管理担当）

査察官（農業統計作成） 不明

改編後

アシスタント灌漑管理人 灌漑管理人
水路監督官（３名） 灌漑管理人

配水人
水路監督官職工（維持管理）

査察官（農業統計作成）
出所：Box169, File314 B151350 - B151351. から筆者が作成。
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ズ
ン
ま
で
割
り
当
て
が
遡
る
こ
と
を
隠
蔽
す
る
意
図
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
、

正
式
な
申
請
が
成
さ
れ
ず
に
リ
ー
ド
の
口
座
に
入
金
が
行
わ
れ
た
取
引
の
う
ち
、
開

墾
部
に
未
だ
支
払
わ
れ
て
い
な
い
金
額
に
つ
い
て
、
彼
は
支
払
が
可
能
な
金
銭
を
保

有
し
て
い
た
。 
そ
し
て
、
彼
は
自
ら
進
ん
で
一
九
一
三
年
七
月
二
六
日
に
会
計
査
察

官
へ
全
て
の
金
銭
を
返
済
し
た
。
リ
ー
ド
に
集
金
し
た
金
銭
を
横
領
す
る
意
図
は
な

か
っ
た
。
リ
ー
ド
は
集
め
た
お
金
を
部
分
的
に
政
府
に
は
返
済
し
て
お
り
、
ま
た
残

り
も
正
式
な
申
請
が
成
さ
れ
れ
ば
政
府
に
返
す
と
し
て
い
た
。
調
査
中
、
リ
ー
ド
や

他
の
職
員
が
こ
れ
ら
の
取
引
を
隠
そ
う
と
す
る
試
み
は
な
か
っ
た
。

い
く
つ
か
存
在
し
た
無
料
で
水
が
供
給
さ
れ
た
特
例
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
第

一
に
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
の
町
に
正
式
な
契
約
無
し
に
水
が
供
給
さ
れ
て
お
り
、
集
金

の
対
象
と
な
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
第
二
に
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
ー （A

. J. C
handler

）
氏

の
揚
水
の
た
め
に
、
水
の
交
換
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
取
引
は
監
督
技
術
者
の
口

約
束
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
お
り
、
契
約
は
交
わ
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
第
三
に
、

マ
リ
コ
パ
郡
の
道
路
に
水
が
無
料
で
供
給
さ
れ
て
お
り
、
旧
来
の
地
元
の
水
路
会
社

の
慣
習
に
従
っ
て
、
リ
ー
ド
の
責
任
に
お
い
て
正
式
な
申
請
と
料
金
請
求
が
行
わ
れ

て
い
な
か
っ
た
。
第
四
に
、
監
督
技
術
者
と
法
律
専
門
家
と
の
口
約
束
に
基
づ
き
、

ク
レ
マ
ン
ス
（W

. J. C
lem

ans

）
氏
に
、
彼
が
開
墾
部
に
譲
っ
た
井
戸
か
ら
の
水
を

無
料
で
供
給
し
て
い
た
。
彼
は
口
約
束
で
彼
の
一
万
平
方
フ
ィ
ー
ト
の
土
地
を
土
地

内
の
井
戸
ご
と
譲
渡
し
、
報
酬
と
し
て
水
を
無
料
で
受
け
取
っ
て
い
た
。
彼
は
面
談

時
に
問
題
を
認
識
し
て
い
る
と
答
え
て
お
り
、
一
九
一
二
年
か
ら
一
九
一
三
年
に
か

け
て
の
水
供
給
の
料
金
六
五
四
．
五
ド
ル
に
つ
い
て
支
払
う
意
思
を
見
せ
た
。
第
五

に
、
メ
ッ
ツ
（L

eonard M
etz

）
氏
は
、
一
九
一
一
年
か
ら
一
九
一
二
年
に
か
け
て

の
冬
季
の
水
供
給
へ
の
支
払
い
を
行
っ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
職
員
の
ウ
ィ
ッ
ト
ベ
ッ

ク
（C

. S. W
itbeck

）
が
日
付
の
な
い
手
書
き
の
メ
モ
で
、
開
墾
部
に
よ
る
水
路
の

通
行
権
へ
の
支
払
い
が
済
む
ま
で
支
払
い
は
必
要
が
無
い
と
記
し
た
為
で
あ
っ
た
。

第
六
に
、
教
会
、
墓
地
、
慈
善
施
設
に
リ
ー
ド
の
判
断
に
よ
っ
て
無
料
で
水
が
供
給

さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
ベ
サ
ニ
ー
ホ
ー
ム
（B

ethany H
om

e

）
だ
け
は
例
外
で
監

督
技
術
者
に
よ
っ
て
承
認
が
行
わ
れ
て
い
た
。

多
く
の
ケ
ー
ス
で
、
小
作
人
が
地
主
の
代
理
人
と
し
て
地
主
の
名
前
で
申
請
を
行
っ

て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
行
為
が
事
務
所
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
契
約
書

の
体
裁
か
ら
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
事
務
所
の
職
員
達
が
、
リ
ー
ド
に
よ
る
水
供
給
料
金
の
徴
収
を
常

識
と
し
て
い
る
、
と
い
う
事
実
は
無
か
っ
た
。
し
か
し
代
わ
り
に
、
こ
の
慣
行
に
気

づ
い
た
者
は
水
供
給
部
門
の
記
録
業
務
に
携
わ
る
職
員
の
み
で
あ
っ
た
。

以
上
の
結
果
か
ら
調
査
委
員
会
は
以
下
の
結
論
を
導
い
た
。
第
一
に
罰
則
処
分
に

つ
い
て
は
、
リ
ー
ド
は
懲
戒
さ
れ
、
ソ
ル
ト
リ
バ
ー
事
業
と
の
関
係
を
絶
た
れ
る
べ

き
と
さ
れ
た
。
リ
ー
ド
以
外
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
調
査
に
協
力
的
で
あ
り
、
処
罰

の
必
要
性
は
無
い
と
さ
れ
た
。
第
二
に
ル
ー
ル
の
再
設
計
に
つ
い
て
は
、
一
六
〇
エ
ー

カ
ー
以
上
の
土
地
へ
の
供
給
を
禁
止
す
る
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
の
廃
止
が
提
案
さ
れ

た
。
一
六
〇
エ
ー
カ
ー
を
超
過
す
る
面
積
に
つ
い
て
は
、
一
六
〇
エ
ー
カ
ー
以
下
の

場
合
の
一
五
〇
％
の
料
金
の
徴
収
が
想
定
さ
れ
た
。
こ
の
他
に
も
、
小
作
人
の
サ
イ

ン
に
よ
る
契
約
を
禁
止
し
、
州
が
所
有
す
る
土
地
を
除
い
て
土
地
所
有
者
本
人
が
契

約
し
、
支
払
い
に
責
任
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
の
町
へ
の

水
供
給
契
約
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
氏
と
の
水
交
換
契
約
に
つ
い
て
は
、
法
律
専
門
家
に

よ
っ
て
直
ち
に
契
約
が
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

（
三
）
報
告
へ
の
対
応

こ
の
報
告
に
対
す
る
一
九
一
三
年
八
月
十
五
日
の
返
信
で
は
、
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
長

（
23
）

（
24
）
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官
の
リ
ー
ド
に
対
す
る
評
価
が
記
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
リ
ー
ド
の
よ
う
な
人
間
は
、

好
き
勝
手
に
振
る
舞
う
こ
と
が
で
き
る
、
自
分
自
身
の
為
に
働
く
場
合
に
は
成
功
す

る
で
あ
ろ
う
が
、
開
墾
部
の
よ
う
な
大
組
織
の
中
で
は
危
う
い
人
物
で
あ
る
と
し
た
。

彼
は
、
現
在
の
開
墾
部
の
状
況
に
お
け
る
リ
ー
ド
の
精
力
的
な
性
格
の
重
要
性
を
認

識
し
な
が
ら
、
彼
を
組
織
内
に
留
め
る
危
険
を
冒
す
こ
と
は
避
け
た
。

こ
の
処
分
を
リ
ー
ド
が
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
は
一
九
一

三
年
八
月
三
日
の
時
点
で
停
職
さ
れ
、
解
雇
の
判
断
が
内
務
省
長
官
に
委
ね
ら
れ
た

状
態
に
あ
っ
た
。
彼
は
一
九
一
三
年
八
月
一
八
日
に
内
務
省
長
官
宛
て
に
手
紙
を
書

き
、
自
身
の
キ
ャ
リ
ア
や
開
墾
部
に
お
け
る
有
用
性
、
処
分
の
再
考
要
求
を
述
べ
た
。

内
容
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
彼
は
一
八
九
七
年
一
二
月
五
日
か
ら
公
務
員
と
し
て

働
き
始
め
た
。
四
年
弱
の
間
ニ
カ
ラ
グ
ア
と
イ
ス
ミ
ア
ン
運
河
委
員
会
（Isthm

ian 

C
anal C

om
m

issions

）
で
働
い
た
後
、
一
九
〇
五
年
八
月
二
七
日
か
ら
は
地
質
調
査

局
の
ワ
シ
ン
ト
ン
事
務
所
で
働
き
、
ユ
タ
州
の
ユ
イ
ン
タ （U

inta

） 

イ
ン
デ
ィ
ア
ン

居
留
地
で
水
路
学
的
な
調
査
を
行
っ
た
。
後
日
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
事
務
所
に
配
属
さ
れ
、

技
術
、
水
路
、
管
理
の
仕
事
に
携
わ
っ
た
。
一
九
〇
七
年
五
月
一
五
日
に
、
そ
の
後

購
入
さ
れ
る
ソ
ル
ト
リ
バ
ー
の
多
く
の
水
路
網
の
最
初
の
も
の
が
開
墾
部
に
引
き
継

が
れ
る
と
、
彼
は
そ
の
運
営
と
維
持
管
理
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

彼
は
、
必
要
と
さ
れ
な
い
状
態
で
開
墾
部
に
残
る
こ
と
は
望
ん
で
い
な
い
と
記
し

た
。
そ
し
て
、
自
身
が
経
験
に
お
い
て
誰
に
も
劣
ら
ず
、
運
営
・
管
理
業
務
に
お
い

て
質
の
高
い
仕
事
を
し
た
自
信
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
開
墾
事
業
に
貢
献
し
た
と
主
張

し
た
。
そ
の
上
で
、
大
多
数
の
水
利
用
者
が
彼
に
示
し
て
い
る
好
意
的
な
姿
勢
を
背

景
に
、
処
分
の
見
直
し
を
求
め
た
。
彼
は
一
九
一
三
年
八
月
一
三
日
に
も
ニ
ュ
ー
ウ
ェ

ル
長
官
宛
て
に
処
分
の
再
考
を
求
め
る
手
紙
を
送
っ
た
が
、
結
局
、
彼
は
八
月
一
五
日

に
は
解
雇
さ
れ
た
。

（
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一
九
一
三
年
八
月
一
八
日
の
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
か
ら
の
監
督
技
術
者
宛
て
の
書
簡
で

は
、
こ
の
規
則
違
反
問
題
へ
の
開
墾
部
上
層
部
の
考
え
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
は
、
調
査
委
員
会
が
示
し
た
改
善
点
を
概
ね
受
け
入
れ
る
と
し
た
。

彼
は
全
て
の
規
則
を
遵
守
す
る
こ
と
、
特
に
書
面
で
契
約
を
行
う
規
則
の
遵
守
を
求

め
た
。
彼
は
、
リ
ー
ド
が
書
面
で
印
刷
さ
れ
た
指
示
を
無
視
し
、
政
府
職
員
の
規
則

を
外
れ
て
行
動
し
た
こ
と
を
重
く
受
け
止
め
て
い
た
。
リ
ー
ド
が
監
督
技
術
者
と
の

口
約
束
を
根
拠
に
自
ら
の
規
則
違
反
を
正
当
化
し
た
こ
と
が
、
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
に
大

組
織
に
お
け
る
リ
ー
ド
の
よ
う
な
人
間
の
危
険
性
を
認
識
さ
せ
た
。
彼
は
、
事
業
の

職
員
を
統
率
可
能
な
、
執
行
能
力
と
活
力
を
備
え
た
事
業
技
術
者
や
、
仕
事
に
直
接

責
任
を
持
つ
管
理
人
が
必
要
だ
と
考
え
た
。
そ
し
て
そ
の
職
務
に
就
く
者
に
、
職
員

の
管
理
以
上
に
、
水
利
用
者
を
信
用
し
、
問
題
が
あ
れ
ば
事
前
に
提
案
を
受
け
取
る

こ
と
を
求
め
た
。

レ
ー
ン
内
務
省
長
官
は
、
開
墾
部
職
員
達
が
、
非
常
に
独
裁
的
で
、
水
利
用
者
と

相
談
し
て
お
ら
ず
、
彼
ら
と
対
立
し
て
い
た
点
を
問
題
視
し
た
。 

彼
は
ソ
ル
ト
リ

バ
ー
事
業
の
職
員
に
、
よ
り
人
道
的
で
、
親
切
で
、
協
力
的
な
姿
勢
を
と
る
こ
と
を

求
め
た
。
批
判
の
大
部
分
は
、
職
員
の
傲
慢
さ
と
、
彼
ら
が
水
利
用
者
に
と
っ
て
有

益
な
情
報
を
独
占
す
る
傾
向
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
た
。

一
九
一
三
年
八
月
一
三
日
の
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
か
ら
監
督
技
術
者
へ
の
書
簡
で
は
事

業
技
術
者
に
強
い
権
限
を
持
つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
彼
は
、
リ
ー
ド
が
、
監
督
技

術
者
と
の
口
約
束
に
よ
っ
て
、
個
人
の
口
座
に
集
金
し
、
ま
た
集
金
を
会
計
官
と
会

計
査
察
官
に
秘
密
に
し
た
こ
と
を
正
当
化
し
た
点
を
重
要
視
し
た
。
事
業
の
職
員
達

が
、
事
業
技
術
者
や
業
務
の
直
接
の
責
任
者
の
預
か
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
、
規
則
違

反
行
為
に
つ
い
て
監
督
技
術
者
と
の
間
に
合
意
が
存
在
す
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
あ
っ

て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
リ
ー
ド
の
問
題
と
合
わ
せ
て
、
彼
は
開
墾
事
業

（
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に
お
け
る
権
限
の
問
題
に
注
意
を
向
け
た
。

彼
は
、
事
業
技
術
者
の
職
に
あ
る
も
の
は
、
手
続
き
の
組
織
的
な
方
法
と
監
督
技

術
者
と
の
正
し
い
関
係
を
維
持
し
つ
つ
、
事
業
に
関
す
る
す
べ
て
の
事
項
に
つ
い
て

十
分
な
情
報
を
得
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
事
業
内
の
職
員
が
、
法
律

や
規
制
に
違
反
し
て
い
る
場
合
は
と
り
わ
け
、
監
督
技
術
者
か
ら
の
権
限
の
直
接
委

譲
を
主
張
す
る
状
況
を
許
す
べ
き
で
は
な
い
と
し
た
。
彼
は
フ
ィ
ッ
チ
に
事
業
技
術

者
と
し
て
、
ハ
ン
ナ
の
調
査
委
員
会
で
明
ら
か
に
な
っ
た
弛
緩
し
た
状
況
を
是
正
す

る
べ
く
、
過
去
よ
り
も
さ
ら
に
強
力
な
手
を
打
つ
こ
と
を
求
め
た
。

ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
は
ハ
ン
ナ
の
報
告
に
よ
っ
て
、事
業
技
術
者
と
事
業
管
理
人（P

roject 

M
anager

）
が
責
任
を
持
つ
業
務
が
混
同
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
一
九
一
三

年
八
月
二
二
日
の
書
簡
で
次
の
よ
う
に
解
説
を
行
っ
た
。
事
業
技
術
者
は
事
業
の
全

て
の
事
柄
に
つ
い
て
、
長
官
・
主
任
技
術
者
・
代
理
長
官
に
対
し
て
、
ワ
シ
ン
ト
ン

事
務
所
の
代
理
で
あ
る
監
督
技
術
者
を
通
じ
て
責
任
を
持
つ
仕
事
で
あ
っ
た
。
事
業

管
理
人
に
よ
る
全
て
の
事
業
技
術
者
宛
て
の
報
告
書
は
開
墾
部
長
官
に
送
ら
れ
、
そ

れ
か
ら
コ
ピ
ー
が
事
業
技
術
者
に
送
ら
れ
た
。
こ
の
制
度
の
理
由
は
、
水
利
用
者
と

直
に
接
し
て
い
る
灌
漑
管
理
人
や
そ
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
達
の
個
人
的
な
考
え
を
、
ワ

シ
ン
ト
ン
事
務
所
と
内
務
省
長
官
が
把
握
す
る
為
で
あ
っ
た
。

開
墾
事
業
内
に
お
け
る
権
限
の
分
割
は
意
図
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
事
業
技
術

者
は
、
現
場
に
お
け
る
全
て
の
業
務
と
組
織
の
規
律
に
責
任
を
持
っ
た
。
事
業
技
術

者
が
建
設
工
事
を
完
了
し
た
後
に
、
事
業
管
理
人
が
責
任
を
引
き
継
い
だ
。
つ
ま
り

事
業
管
理
人
の
権
限
は
事
業
技
術
者
と
対
等
で
あ
り
、
担
当
す
る
業
務
が
異
な
っ
て

い
た
。

ま
た
、
次
の
よ
う
に
事
業
の
連
絡
方
法
の
見
直
し
も
求
め
た
。
事
業
技
術
者
と
事

業
管
理
人
、
従
業
員
と
の
連
絡
に
つ
い
て
は
、
そ
の
返
信
が
確
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ

（
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た
。
業
務
上
の
判
断
や
、
事
業
の
情
報
に
対
す
る
要
求
の
多
く
が
棚
晒
し
で
あ
る
点

が
問
題
で
あ
っ
た
。
特
に
、
統
計
情
報
の
よ
う
な
、
大
き
な
政
策
の
決
定
に
用
い
ら

れ
る
重
要
な
情
報
が
準
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
連
絡
方
法
の
見
直
し
は
、
迅

速
で
事
務
的
な
書
類
の
や
り
取
り
を
求
め
る
も
の
で
、
見
直
し
に
調
査
や
多
く
の
時

間
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
事
務
所
に
お
い
て
、
ワ
シ
ン

ト
ン
事
務
所
か
ら
の
要
求
を
追
跡
す
る
簡
単
な
シ
ス
テ
ム
が
導
入
さ
れ
、
翌
営
業
日

中
に
は
返
信
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。

最
後
に
、
事
業
技
術
者
へ
の
要
望
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
。
事
業
技
術
者
に

は
、
多
く
の
業
務
を
こ
な
す
為
に
、
十
分
な
ア
シ
ス
タ
ン
ト
を
雇
う
こ
と
が
求
め
ら

れ
た
。
事
業
技
術
者
は
建
設
だ
け
で
な
く
、
将
来
の
事
業
の
計
画
を
立
て
、
事
務
作

業
や
そ
の
他
の
詳
細
事
項
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
水
利
用
者
や
そ
の

組
合
と
連
絡
を
保
つ
こ
と
も
求
め
ら
れ
た
。
水
利
用
者
の
注
意
を
喚
起
し
う
る
問
題
、

特
に
業
務
の
進
歩
や
政
策
変
更
を
全
て
組
合
に
知
ら
せ
る
と
同
時
に
、
作
業
の
遅
れ

や
、
組
合
に
よ
る
批
判
的
な
行
為
に
よ
る
業
務
の
停
滞
を
防
ぐ
必
要
が
あ
っ
た
。

リ
ー
ド
の
処
分
が
行
わ
れ
た
後
、
新
た
な
事
実
が
判
明
し
、
一
九
一
三
年
八
月
二

三
日
に
フ
ィ
ッ
チ
か
ら
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
に
書
簡
が
送
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
開

墾
部
の
公
式
記
録
に
よ
れ
ば
、
リ
ー
ド
は
一
部
の
特
定
の
水
使
用
者
か
ら
金
銭
を
受

け
取
っ
て
い
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
部
の
水
利
用
者
は
無
料
で
水
の
供
給
を
受

け
て
い
た
。
こ
の
事
実
に
対
し
、
一
九
一
三
年
八
月
二
五
日
の
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
に
よ
る

返
信
で
は
、
情
報
の
公
開
に
関
す
る
彼
の
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ル

は
、
素
早
い
捜
査
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
状
況
に
関
し
て
、
直
ち
に
本
部
に
連
絡
し

た
フ
ィ
ッ
チ
の
行
動
に
感
謝
を
表
明
し
た
。
彼
は
、
財
政
事
情
に
関
し
て
は
、
規
則

を
外
れ
た
事
項
に
つ
い
て
払
う
注
意
が
過
度
で
あ
っ
た
り
、
知
る
の
が
早
す
ぎ
た
り

す
る
こ
と
は
な
い
と
し
た
。
ま
た
、
仮
に
こ
の
問
題
が
、
政
府
機
関
に
敵
対
す
る
人

（
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間
、
違
反
を
発
見
す
る
目
的
で
働
い
て
い
る
人
間
、
違
反
の
発
見
が
自
ら
の
生
活
の

利
益
に
な
る
人
間
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
て
い
た
場
合
、
開
墾
部
全
体
が
厳
し
い
影
響

を
受
け
た
と
し
た
。
一
方
で
、
仮
に
フ
ィ
ッ
チ
が
自
身
で
こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討

し
て
い
た
場
合
は
、
彼
に
よ
る
事
態
の
隠
蔽
の
試
み
を
疑
っ
た
と
し
た
。
ニ
ュ
ー
ウ
ェ

ル
は
こ
の
件
の
処
理
に
つ
い
て
、
公
正
で
あ
り
、
違
反
を
発
見
す
る
こ
と
が
自
ら
の

利
益
に
な
ら
な
い
人
物
に
調
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
ま
た
、
新
聞
に
よ
る

誇
張
さ
れ
た
報
道
や
暴
露
を
避
け
る
為
に
、
で
き
る
だ
け
早
く
水
利
用
者
や
一
般
市

民
に
詳
細
な
情
報
を
伝
え
る
べ
き
だ
と
し
た
。

（
四
）
小
括

規
則
違
反
問
題
に
関
す
る
調
査
と
処
理
に
お
い
て
は
、
開
墾
部
の
長
官
で
あ
る

ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
が
意
思
決
定
を
行
っ
て
い
た
。
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
の
対
応
か
ら
は
、
彼

が
目
指
し
て
い
た
開
墾
部
の
在
り
方
が
、
組
織
論
で
言
う
官
僚
制
組
織
で
あ
っ
た
と

判
断
で
き
る
。
こ
の
考
え
は
調
査
員
に
も
共
有
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
調
査
委

員
会
に
よ
る
効
率
性
の
検
討
に
お
い
て
、
指
摘
の
対
象
と
な
っ
た
点
は
官
僚
制
組
織

の
特
徴
に
反
す
る
箇
所
で
あ
っ
た
。
第
一
に
、
口
約
束
や
口
頭
で
業
務
を
行
う
傾
向

は
、
正
確
な
伝
達
を
重
視
す
る
官
僚
制
に
お
け
る
文
書
主
義
に
反
し
て
い
た
。
第
二

に
、
組
織
の
構
成
や
担
当
す
る
業
務
の
曖
昧
さ
、
権
限
関
係
の
混
乱
は
、
官
僚
制
の

特
徴
で
あ
る
専
門
化
と
分
業
、
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
形
成
に
反
し
て
い
た
。
第
三
に
、

事
業
技
術
者
の
権
威
不
足
の
問
題
も
、
職
務
遂
行
に
必
要
な
能
力
を
持
っ
た
人
材
の

配
置
が
求
め
ら
れ
る
官
僚
制
の
特
徴
に
反
し
て
い
た
。

リ
ー
ド
の
解
雇
の
直
接
的
な
原
因
は
、
彼
が
水
使
用
料
を
自
ら
の
口
座
に
徴
収
し

た
規
則
違
反
で
あ
っ
た
。
し
か
し
同
時
に
次
の
二
点
の
後
押
し
も
あ
っ
た
と
言
え
よ

う
。
第
一
に
、
精
力
的
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
規
則
や
文
書
に
よ
る
記
録
を
軽
視
し
、

（
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ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
乱
す
リ
ー
ド
の
性
格
が
、
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
の
目
指
す
官
僚
制
組
織

の
性
質
と
相
い
れ
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
第
二
に
、
開
墾
部
の
清
廉
さ
を
求
め
て
い

た
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
に
、
彼
の
過
ち
を
許
容
す
る
余
裕
が
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー

ウ
ェ
ル
に
よ
る
清
廉
さ
の
重
視
は
、
開
墾
部
が
晒
さ
れ
て
い
た
批
判
的
な
視
線
を
踏

ま
え
れ
ば
奇
妙
で
は
な
い
。

リ
ー
ド
の
行
動
と
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
の
対
応
は
、
組
織
に
お
け
る
権
限
配
分
を
扱
っ

て
い
る
ア
ギ
オ
ン
（A

ghion

）
と
テ
ィ
ロ
ー
ル
（T

irole

）
の
手
に
よ
る
経
済
理
論

（
以
下
、
Ａ
Ｔ
モ
デ
ル
と
す
る
）
の
枠
組
み
を
採
用
す
る
と
解
釈
が
容
易
で
あ
る
。
Ａ

Ｔ
モ
デ
ル
で
は
ま
ず
、
組
織
の
中
の
権
限
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。
組

織
の
中
の
あ
る
経
済
主
体
の
意
思
決
定
が
、
法
律
や
契
約
に
よ
っ
て
公
式
に
規
定
さ

れ
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
経
済
主
体
は
公
式
権
限
を
持
つ
と
す
る
。
一
方
で
公
式
権

限
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
経
済
主
体
の
提
案
や
意
向
に
沿
っ
た
決
定
が
行
わ

れ
る
場
合
は
、
実
質
権
限
を
持
つ
と
す
る
。
こ
こ
で
の
説
明
に
用
い
る
の
は
Ａ
Ｔ
モ

デ
ル
の
含
意
の
う
ち
、
契
約
の
不
完
備
性
の
下
で
、
組
織
で
雇
い
主
に
雇
用
さ
れ
た

者
が
、
実
質
権
限
を
委
譲
さ
れ
た
時
に
よ
り
高
い
努
力
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
獲
得
す

る
点
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
が
目
指
し
て
い
た
組
織
は
、
権
限
の
配
分
を
行
わ
な

い
集
権
化
組
織
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
実
際
は
、
リ
ー
ド
は
業
務
の
知
識
と
職

員
・
住
人
と
の
親
密
さ
に
よ
っ
て
、
ソ
ル
ト
リ
バ
ー
事
業
で
実
質
権
限
を
獲
得
し
、

精
力
的
に
働
い
て
い
た
。
そ
し
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
ロ
ス
の
状
態
と
な
り
、
結
果
と

し
て
開
墾
部
に
損
害
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
リ
ー
ド
の
上
司
は
公
式
権
限
を
持
っ
て
い

た
が
、
組
織
を
統
制
出
来
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
意
図
せ
ざ
る
実
質
権
限
の
配
分
は

権
限
を
規
定
す
る
法
律
・
契
約
が
組
織
内
で
遵
守
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
生
じ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
規
則
違
反
問
題
後
の
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
に
よ

る
権
限
と
運
営
に
つ
い
て
の
指
示
・
解
説
は
、
公
式
権
限
に
基
づ
く
組
織
運
営
の
実

（
36
）



― 167 ―

現
の
為
の
組
織
設
計
に
向
け
た
要
請
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

三　

リ
ー
ド
の
規
則
違
反
以
降
の
組
織

リ
ー
ド
に
よ
る
規
則
違
反
問
題
の
発
覚
に
よ
っ
て
、
違
反
問
題
の
調
査
と
合
わ
せ

て
そ
れ
ま
で
に
発
生
し
て
い
た
組
織
の
効
率
性
の
点
検
が
行
わ
れ
、
報
告
さ
れ
た
こ

と
を
前
章
で
記
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
報
告
に
よ
っ
て
ソ
ル
ト
リ
バ
ー
事
業
の
運
営

と
組
織
設
計
の
急
激
な
改
善
が
見
ら
れ
た
訳
で
は
な
く
、
本
章
で
示
す
問
題
が
発
生

し
た
。

（
一
）
職
務
遂
行
能
力
を
持
た
な
い
人
材
の
配
置

職
務
を
遂
行
す
る
に
あ
た
り
必
要
な
資
質
を
備
え
て
い
な
い
、
ま
た
は
不
適
当
な
性

格
を
備
え
た
職
員
を
配
置
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
て
い
た
。

一
九
一
三
年
八
月
二
〇
日
に
、
ハ
ン
ナ
に
よ
っ
て
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
長
官
に
苦
情
の

報
告
が
伝
え
ら
れ
た
。
水
利
用
者
組
合
の
長
で
あ
る
オ
ー
ム
（J. P. O

rm
e

）
氏
曰
く
、

事
業
の
電
気
工
事
を
担
当
す
る
ハ
リ
ス
（I. L

. H
arris

）
は
非
常
に
費
用
が
か
か
る

建
設
と
運
営
を
行
っ
て
お
り
、
傲
慢
で
あ
り
、
報
告
を
拒
否
し
、
不
快
で
あ
る
と
い

う
。
オ
ー
ム
氏
は
ま
た
、
ハ
リ
ス
が
変
電
所
に
用
意
さ
れ
た
係
員
の
家
に
住
ん
で
い

る
こ
と
、
そ
の
為
に
変
電
所
の
担
当
者
が
テ
ン
ト
に
住
ん
で
い
る
こ
と
、
家
に
住
む

に
あ
た
り
ハ
リ
ス
に
賃
貸
料
が
請
求
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
不
満
を
述
べ
た
。
さ
ら

に
こ
れ
に
関
連
し
て
、
オ
ー
ム
氏
は
、
主
任
電
気
技
術
者
エ
ン
サ
イ
ン
（O

. H
. 

E
nsign

）
の
事
務
所
が
、
水
利
用
者
組
合
の
持
つ
発
電
所
の
設
計
お
よ
び
計
画
の
立

案
が
非
常
に
遅
く
、
水
利
用
者
組
合
に
数
千
ド
ル
の
費
用
が
か
か
っ
て
い
る
と
苦
情

を
述
べ
た
。

（
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）

（
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こ
の
件
に
つ
い
て
、
一
九
一
三
年
九
月
一
八
日
に
主
任
技
術
者
デ
イ
ビ
ス
（A

. P. 

D
avis

）
に
よ
っ
て
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
事
務
所
の
エ
ン
サ
イ
ン
へ
書
簡
が
送
ら
れ
た
。
彼

は
、
電
気
関
連
部
門
担
当
の
ハ
リ
ス
の
傲
慢
さ
、
贅
沢
さ
、
怠
慢
に
つ
い
て
し
ば
し

ば
水
利
用
者
組
合
か
ら
苦
情
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
エ
ン
サ
イ
ン
に
監
督
技
術

者
の
ヒ
ル
に
相
談
す
る
こ
と
を
勧
め
た
。
そ
し
て
、
最
善
策
の
例
と
し
て
ハ
リ
ス
を

担
当
か
ら
外
す
こ
と
を
提
案
し
た
。
後
任
に
は
、
水
利
用
者
組
合
と
友
好
的
な
関
係

を
築
く
こ
と
が
で
き
る
人
物
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
た
。
一
九
一
三
年
九
月
一

八
日
に
デ
イ
ビ
ス
が
ヒ
ル
に
送
っ
た
書
簡
に
お
い
て
も
、
担
当
者
の
変
更
を
望
む
こ

と
が
記
さ
れ
た
。

一
九
一
三
年
九
月
二
四
日
の
エ
ン
サ
イ
ン
か
ら
デ
イ
ビ
ス
へ
の
書
簡
に
お
い
て
は
、

ハ
リ
ス
の
性
格
と
彼
へ
の
擁
護
、
処
遇
が
記
さ
れ
て
お
り
、
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。

ハ
リ
ス
は
確
か
に
安
価
な
仕
事
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
彼
に
落
ち
度
が
あ
る
と
は
考

え
ら
れ
な
か
っ
た
。
彼
の
性
格
に
は
頑
固
な
部
分
が
あ
り
、
傲
慢
な
印
象
を
与
え
て

し
ま
う
が
、
実
際
は
内
気
な
人
物
で
あ
っ
た
。
彼
は
エ
ン
サ
イ
ン
の
知
る
限
り
報
告

を
拒
否
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
の
報
告
は
オ
ー
ム
氏
に
は
届
か
な
い
も
の
の
、

ヒ
ル
や
フ
ィ
ッ
チ
、
エ
ン
サ
イ
ン
に
は
届
け
ら
れ
て
い
た
。
エ
ン
サ
イ
ン
の
評
価
で

は
、
ハ
リ
ス
は
ソ
ル
ト
リ
バ
ー
事
業
の
建
設
と
設
備
運
営
に
携
わ
る
最
高
に
訓
練
さ

れ
た
人
間
の
一
人
で
あ
っ
た
。
ハ
リ
ス
は
不
当
な
批
判
に
憤
っ
て
い
た
。
ハ
リ
ス
に

よ
る
仕
事
の
費
用
が
高
額
な
原
因
の
一
つ
は
、
彼
が
当
初
、
計
画
以
上
の
仕
事
を
割

り
当
て
ら
れ
た
為
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
エ
ン
サ
イ
ン
ら
が
ソ
ル
ト
リ
バ
ー
事
業
に
目

を
配
る
こ
と
が
不
可
能
な
時
期
に
、
大
量
の
仕
事
を
計
画
し
、
実
行
し
て
い
た
。
こ

の
状
態
は
約
二
年
前
に
改
善
さ
れ
、
設
計
に
関
し
て
は
費
用
が
落
ち
着
い
た
が
、
エ
ン

サ
イ
ン
が
納
得
す
る
水
準
の
工
事
の
進
行
と
費
用
の
抑
制
は
達
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
ハ
リ
ス
を
擁
護
し
た
エ
ン
サ
イ
ン
で
あ
っ
た
が
、
彼
が
事
業
で
業
務

（
39
）
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を
継
続
す
る
に
は
疑
問
に
思
わ
れ
る
独
特
な
特
徴
を
一
、
二
点
備
え
て
い
る
こ
と
を

認
め
て
も
い
た
。
そ
し
て
、
ハ
リ
ス
の
よ
そ
よ
そ
し
さ
、
無
口
さ
を
根
拠
に
、
査
察

業
務
な
ら
ば
性
格
上
の
問
題
が
起
こ
り
え
な
い
と
考
え
た
。
ハ
リ
ス
は
機
械
工
場
の

監
督
と
職
工
を
担
当
し
た
経
験
が
あ
り
、
約
八
年
間
サ
ザ
ン
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
エ
ジ

ソ
ン
（Southern C

alifornia E
dison

）
社
の
修
理
工
場
も
担
当
し
て
い
た
。
彼
は
、

開
墾
部
が
購
入
ま
た
は
建
設
し
た
可
能
性
が
あ
る
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
機
械
装
置
の
使

用
方
法
を
完
全
に
理
解
し
て
い
た
。
エ
ン
サ
イ
ン
の
相
談
を
受
け
た
ヒ
ル
も
、
ハ
リ

ス
の
性
格
は
査
察
官
に
向
い
て
い
る
と
判
断
し
た
。
ハ
リ
ス
の
後
任
に
は
ケ
イ
ン
（W
. 

S. C
ane

）
が
就
任
す
る
予
定
と
な
っ
た
。
ケ
イ
ン
は
経
験
豊
富
で
、
最
も
経
済
効
率

的
で
積
極
的
な
水
力
発
電
関
連
の
建
設
作
業
の
監
督
者
で
あ
っ
た
。
彼
が
過
去
二
、

三
年
の
間
に
建
設
し
た
オ
ロ
ヴ
ィ
ル
（O

roville
）
と
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
（Sacram

ento

）

間
の
発
電
シ
ス
テ
ム
は
月
に
四
万
ド
ル
を
稼
い
で
い
た
。
彼
は
開
墾
事
業
領
域
の
灌

漑
農
家
、
町
の
議
員
や
役
員
達
と
交
渉
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
全
て
の
交
渉
を

こ
な
し
た
。
こ
の
成
果
に
よ
っ
て
ケ
イ
ン
は
、
人
々
に
よ
る
不
当
な
非
難
を
受
け
る

状
況
に
お
い
て
も
業
務
が
遂
行
で
き
る
人
物
と
判
断
さ
れ
た
。
人
々
へ
の
対
処
は
事

業
が
直
面
す
る
最
大
の
問
題
で
あ
り
、
性
格
が
独
特
な
ハ
リ
ス
で
は
状
況
に
適
さ
な

い
と
考
え
ら
れ
た
。

変
電
所
の
家
の
使
用
の
件
に
つ
い
て
も
解
答
が
行
わ
れ
た
。
指
摘
を
受
け
た
設
備

は
変
電
所
で
は
な
く
開
閉
所
で
あ
っ
た
。
問
題
の
家
は
監
督
者
の
住
居
と
し
て
建
て

ら
れ
た
。
エ
ン
サ
イ
ン
は
、
開
閉
所
の
責
任
者
は
電
話
を
と
る
た
め
に
テ
ン
ト
の
家

で
眠
っ
て
い
る
と
説
明
し
た
。
責
任
者
は
二
四
時
間
一
人
体
制
で
仕
事
を
担
当
し
て

お
り
、
昼
間
は
雑
務
を
処
理
し
て
い
た
。
こ
の
問
題
の
最
終
的
な
判
断
は
事
業
管
理

者
に
委
ね
ら
れ
る
と
さ
れ
た
。

エ
ン
サ
イ
ン
は
一
九
一
三
年
九
月
二
六
日
に
も
デ
イ
ビ
ス
へ
書
簡
を
送
っ
て
お
り
、

（
40
）

ハ
リ
ス
は
査
察
業
務
に
従
事
す
る
よ
り
、
シ
カ
ゴ
に
お
い
て
建
設
・
調
査
業
務
に
従

事
し
た
方
が
開
墾
部
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
と
い
う
意
見
を
述
べ
た
。
シ
カ
ゴ
の
本

部
に
機
械
的
、
電
気
的
技
能
を
持
つ
ハ
リ
ス
の
よ
う
な
人
材
が
い
れ
ば
、
調
査
、
機

器
や
設
備
の
購
入
の
水
準
が
高
ま
る
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
判
断
の
背
景
に
は
、
シ

カ
ゴ
で
勤
務
す
る
ホ
ー
グ
ル
（H

ogle

）
の
報
告
書
に
よ
っ
て
、
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
の
実

験
室
に
優
秀
な
職
員
を
配
置
す
る
重
要
性
が
認
識
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
性
格
を
主
な
理
由
と
し
て
ハ
リ
ス
の
配
置
転
換
が
検
討
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
九
一
三
年
の
九
月
二
七
日
の
ヒ
ル
か
ら
デ
イ
ビ
ス
へ
の
書
簡

で
は
、
ヒ
ル
と
エ
ン
サ
イ
ン
に
よ
っ
て
ハ
リ
ス
の
処
遇
が
検
討
さ
れ
た
。
ハ
リ
ス
は

建
設
と
調
査
に
お
い
て
最
上
級
の
人
材
で
あ
り
、
シ
カ
ゴ
に
お
い
て
も
建
設
・
調
査

業
務
を
満
足
す
る
水
準
で
こ
な
す
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
、
エ
ン
サ
イ
ン
に
よ

る
ハ
リ
ス
の
推
薦
が
予
定
さ
れ
た
。

一
九
一
四
年
一
月
二
八
日
の
ヒ
ュ
ー
ズ
（A

. J. H
ughes

）
の
査
察
報
告
書
に
お
い

て
は
、
フ
ィ
ッ
チ
と
マ
リ
ン
（W

. P. M
arine

）
の
能
力
に
疑
問
が
呈
さ
れ
て
お
り
、

次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
ヒ
ュ
ー
ズ
の
見
解
で
は
、
フ
ィ
ッ
チ
は
事
業
技
術
者
と
し
て

適
切
な
役
割
を
果
た
し
て
い
な
か
っ
た
。
彼
に
こ
の
事
業
の
状
況
に
対
応
で
き
る
程

の
経
験
は
無
く
、
彼
が
仕
事
を
満
足
に
こ
な
せ
る
の
は
、
良
い
組
織
に
支
え
ら
れ
、

効
率
的
な
主
任
事
務
官
に
支
え
ら
れ
た
場
合
の
み
と
考
え
ら
れ
た
。
類
似
の
状
況
が

事
業
の
他
の
部
分
で
も
見
ら
れ
た
為
、
ヒ
ュ
ー
ズ
は
こ
の
状
況
を
現
在
の
状
況
を
理

解
す
る
鍵
と
表
現
し
た
。

ソ
ル
ト
リ
バ
ー
事
業
の
財
政
的
な
仕
事
は
多
く
の
事
務
員
の
助
け
を
得
て
成
り
立
っ

て
い
た
。
現
在
は
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
ヒ
ル
の
事
務
所
に
所
属
す
る
、
マ
リ
ン
の
以
前

の
主
任
事
務
官
タ
ガ
ー
ト
は
、
以
前
は
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
の
雑
貨
屋
の
事
務
員
で
あ
っ

た
。
ヒ
ル
は
彼
を
事
業
に
連
れ
て
き
て
、
主
任
事
務
官
の
地
位
に
つ
け
た
。
彼
は
、

（
41
）

（
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）
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仕
事
に
必
要
な
知
識
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
周
り
に
多
く
の
書
記
官
や
簿
記
係
が
揃
わ

な
い
場
合
に
は
仕
事
を
こ
な
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
タ
ガ
ー
ト
本
人
は
良
い
人

間
で
あ
っ
て
、
問
題
は
、
能
力
の
無
い
人
間
を
責
任
あ
る
立
場
に
置
く
シ
ス
テ
ム
に

あ
る
と
さ
れ
た
。

ヒ
ル
は
事
務
所
を
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
に
移
す
際
に
タ
ガ
ー
ト
を
連
れ
て
行
き
、
簿
記

係
の
マ
リ
ン
が
主
任
事
務
官
の
職
に
昇
進
し
た
。
マ
リ
ン
は
優
れ
た
書
記
官
で
あ
り
、

長
く
事
業
で
働
い
て
い
た
人
物
だ
が
、
主
任
事
務
官
の
職
に
必
要
な
能
力
は
備
え
て

い
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
自
ら
の
下
に
連
な
る
部
門
の
詳
細
な
知
識
が
欠
け
て
い

た
。
マ
リ
ン
の
事
務
所
で
は
担
当
す
る
業
務
の
分
担
が
曖
昧
で
、
業
務
に
支
障
が
出

て
い
た
。
ま
た
、
主
任
事
務
官
が
仕
事
を
指
示
す
る
の
で
は
な
く
、
様
々
な
部
門
の

長
が
彼
に
要
求
を
出
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
混
乱
に
よ
っ
て
、
月
次
報
告
書
の
作

成
は
遅
れ
、
従
業
員
の
間
で
不
満
が
広
が
っ
て
い
た
。

ヒ
ュ
ー
ズ
は
、
マ
リ
ン
は
簿
記
係
と
し
て
は
優
秀
で
あ
り
、
主
任
事
務
官
の
下
に

お
い
て
は
適
切
な
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
主
任
事
務
官

と
し
て
適
切
な
人
材
を
見
つ
け
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
組
織
の
改
善
の
為
に
は
、
決

断
力
を
伴
っ
た
主
任
事
務
官
に
よ
る
指
示
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
。

一
九
一
三
年
九
月
三
〇
日
の
デ
イ
ビ
ス
か
ら
の
書
簡
で
は
、
ウ
ィ
ッ
ト
ベ
ッ
ク
の

職
務
怠
慢
が
批
判
さ
れ
た
。
同
氏
は
当
時
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
に
駐
在
し
、
訴
訟
問
題
に

対
応
す
る
た
め
に
時
折
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
へ
の
旅
行
を
行
っ
て
い
た
。
フ
ィ
ッ
チ
は
、

こ
れ
ら
の
旅
行
に
よ
る
鉄
道
運
賃
と
ホ
テ
ル
代
金
が
高
額
で
あ
る
と
主
張
し
た
。 

そ

し
て
彼
は
、
友
人
と
多
く
の
時
間
を
過
ご
す
、
事
業
技
術
者
が
把
握
し
て
い
な
い
所

に
行
く
、
仕
事
を
こ
な
さ
な
い
な
ど
、
開
墾
部
の
仕
事
に
時
間
を
使
っ
て
い
な
か
っ

た
。
つ
ま
り
ウ
ィ
ッ
ト
ベ
ッ
ク
は
不
注
意
か
つ
怠
惰
で
あ
り
、
フ
ィ
ッ
チ
に
よ
っ
て

多
く
の
実
例
が
説
明
さ
れ
た
。
デ
イ
ビ
ス
は
こ
の
要
因
と
し
て
、
ウ
ィ
ッ
ト
ベ
ッ
ク

（
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が
ヒ
ル
と
大
変
親
し
く
、
フ
ィ
ッ
チ
の
部
下
で
あ
る
意
識
が
薄
い
可
能
性
を
考
え
た
。

（
二
）
ヒ
ル
の
行
動

一
九
一
三
年
一
〇
月
二
〇
日
に
バ
ー
レ
ッ
ト
（Sam

 B
arrett

）
が
内
務
省
長
官
に

宛
て
た
書
簡
で
は
、
リ
ー
ド
の
解
雇
は
本
質
的
な
解
決
で
は
な
い
と
主
張
さ
れ
た
。

彼
は
、
リ
ー
ド
の
規
則
違
反
問
題
の
調
査
を
さ
ら
に
続
け
て
い
れ
ば
、
よ
り
大
き
な

獲
物
、
ヒ
ル
を
捕
ま
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
た
。
ヒ
ル
は
リ
ー
ド
の
問
題
で
不
足

料
金
を
賄
う
為
に
ベ
ニ
ッ
ト
（E

. J. B
ennitt

）
に
金
銭
を
渡
し
て
い
た
。
ま
た
リ
ー

ド
を
自
ら
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
に
し
よ
う
と
計
画
し
て
い
た
。

一
九
一
四
年
一
月
三
〇
日
の
ク
ロ
ワ
ッ
サ
ン
（C

roissant

）
に
よ
る
報
告
書
で
は
、

ヒ
ル
が
地
域
の
有
力
者
で
あ
る
チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
氏
に
過
度
な
配
慮
を
行
っ
て
い
た
問

題
が
扱
わ
れ
た
。
ま
ず
、
彼
に
よ
る
土
地
取
得
に
関
し
て
不
正
の
疑
惑
が
持
た
れ
た
。

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
事
務
所
で
水
供
給
に
携
わ
る
ヘ
ン
シ
ョ
ー
曰
く
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
氏

は
デ
ト
ロ
イ
ト
の
Ｄ
Ｍ
フ
ェ
ー
リ
ー
種
子
会
社
（D

. M
. Ferry Seed C

o.

）
の
株
主

の
一
部
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
。
こ
の
会
社
は
旧
メ
サ
改
良
会
社
（M

esa 

Im
provem

ent C
o.

）
の
大
株
主
で
あ
り
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
氏
は
フ
ェ
ー
リ
ー
社
の
支

援
を
受
け
て
い
た
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
改
良
会
社
（C

handler Im
provem

ent C
o.

）
が

数
年
前
に
組
織
さ
れ
、
以
前
チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
氏
に
所
有
さ
れ
て
い
た
一
万
八
千
エ
ー

カ
ー
の
土
地
を
引
き
継
ぎ
、
メ
サ
改
良
会
社
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
。
こ
の
土
地
取
得

に
あ
た
り
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
氏
が
何
ら
か
の
詐
欺
的
な
行
為
を
働
い
た
こ
と
が
指
摘

さ
れ
た
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
氏
と
ヒ
ル
が
密
室
で
会
談
し
た
と
す
る
報
告
も
あ
っ
た
。

ヒ
ル
は
メ
サ
シ
テ
ィ
銀
行
（M

esa C
ity B

ank

）
の
株
主
で
あ
り
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
ー

氏
は
同
行
の
総
裁
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
電
力
販
売
契
約
に
つ
い
て
も
問
題
と
な
っ
た
。
開
墾
部
は
チ
ャ
ン
ド
ラ
ー

（
44
）

（
45
）
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氏
が
三
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
分
の
発
電
に
必
要
な
水
量
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
権
利
を
再

編
し
た
。
そ
し
て
開
墾
部
は
、
電
力
の
開
発
に
十
分
な
水
が
彼
の
私
的
水
路
で
あ
る

テ
ン
ペ
水
路
に
運
ば
れ
る
為
の
、
ク
ロ
ス
カ
ッ
ト
水
路
を
建
設
し
た
。
こ
の
工
事
に

関
し
て
開
墾
部
は
同
水
路
を
管
理
す
る
テ
ン
ペ
水
路
会
社
に
料
金
請
求
を
行
わ
な
か
っ

た
。
つ
ま
り
、
開
墾
部
は
同
社
が
取
水
ダ
ム
と
約
二
マ
イ
ル
の
水
路
を
維
持
す
る
手

間
を
無
料
で
省
い
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
氏
は
三
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ

ト
の
電
気
を
供
給
さ
れ
る
永
久
権
に
加
え
て
、
一
〇
年
間
、
三
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア

ワ
ー
の
電
力
を
追
加
的
に
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
電
力
の
使
用
方
法
は
灌
漑
目

的
の
揚
水
に
は
制
限
さ
れ
ず
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
氏
が
自
由
に
、
テ
ン
ペ
、
メ
サ
、
チ
ャ

ン
ド
ラ
ー
の
各
町
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
オ
ー
ム
氏
曰
く
、
水
利
用
者
の
間

で
、
ヒ
ル
が
チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
氏
の
土
地
へ
の
水
供
給
に
関
し
て
過
度
な
配
慮
を
行
っ

て
い
る
、
と
の
感
情
が
広
ま
っ
て
い
た
。

ソ
ル
ト
リ
バ
ー
事
業
の
運
営
管
理
は
一
九
一
七
年
に
水
利
用
者
組
合
に
引
き
継
が

れ
た
。
そ
れ
ま
で
の
期
間
で
、
上
記
以
外
の
大
き
な
問
題
は
、
査
察
報
告
書
か
ら
は

確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。

（
三
）
小　

括

リ
ー
ド
の
規
則
違
反
行
為
へ
の
指
導
で
、
す
ぐ
に
ソ
ル
ト
リ
バ
ー
事
業
の
組
織
設

計
が
改
善
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
官
僚
制
組
織
と
し
て
は
不
適
当
な
、
職
務
の

遂
行
に
必
要
な
能
力
が
不
足
し
た
人
材
配
置
の
事
例
が
確
認
さ
れ
た
。
ハ
リ
ス
の
場

合
は
改
善
が
見
ら
れ
、
性
格
と
業
務
内
容
の
不
一
致
か
ら
、
適
切
な
業
務
へ
の
配
置

転
換
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
マ
リ
ン
と
そ
の
前
任
者
タ
ガ
ー
ト
、
ウ
ィ
ッ
ト
ベ
ッ

ク
の
事
例
に
お
い
て
、
ヒ
ル
に
よ
る
影
響
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
、
バ
ー
レ
ッ
ト
が
述

べ
た
よ
う
に
、
ヒ
ル
は
地
元
の
有
力
者
に
過
度
な
配
慮
を
行
う
な
ど
、
開
墾
部
の
清

（
46
）

（
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廉
さ
を
損
な
い
か
ね
な
い
行
動
を
と
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
リ
ー
ド
が
去
っ
た
後
の
問
題
で
は
、
ヒ
ル
に
よ
る
影
響
が
多
く
見

ら
れ
た
。
リ
ー
ド
の
場
合
と
は
異
な
り
、
ヒ
ル
は
明
確
な
規
則
違
反
を
犯
し
て
い
な

か
っ
た
。
先
述
の
Ａ
Ｔ
モ
デ
ル
の
概
念
を
用
い
て
説
明
す
れ
ば
、
ヒ
ル
は
監
督
技
術

者
と
し
て
の
公
式
権
限
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
で
実
質
権
限
を
獲
得
し
、
開
墾
部
に
と
っ

て
必
ず
し
も
利
益
と
な
ら
な
い
行
動
を
と
っ
た
。
こ
の
問
題
を
起
こ
さ
な
い
た
め
に

は
、
公
式
権
限
の
元
と
な
る
規
則
を
よ
り
倫
理
的
に
作
り
か
つ
厳
格
に
執
行
す
る
か
、

よ
り
倫
理
感
の
あ
る
人
材
を
配
置
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

四　

お
わ
り
に

本
稿
で
は
ソ
ル
ト
リ
バ
ー
事
業
の
組
織
設
計
と
、
そ
れ
に
よ
る
職
員
の
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
。
各
章
の
終
わ
り
で
小
括
を
行
っ
た
の
で
、
こ
こ
で

は
全
体
の
整
理
と
本
稿
の
課
題
を
示
す
。

書
簡
の
指
示
内
容
か
ら
は
、
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
は
清
廉
さ
を
備
え
た
官
僚
制
組
織
と

し
て
の
開
墾
部
を
追
求
し
て
い
た
と
判
断
で
き
る
。
し
か
し
、
ソ
ル
ト
リ
バ
ー
事
業

で
は
、
人
材
配
置
や
規
則
の
徹
底
の
失
敗
か
ら
、
業
務
の
効
率
が
悪
影
響
を
受
け
た

だ
け
で
な
く
、
リ
ー
ド
が
実
質
権
限
を
獲
得
し
、
規
則
違
反
を
犯
す
こ
と
と
な
っ
た
。

リ
ー
ド
の
性
格
は
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
が
目
指
す
官
僚
制
組
織
と
は
相
い
れ
ず
、
ニ
ュ
ー

ウ
ェ
ル
は
彼
を
解
雇
し
た
。
こ
の
問
題
を
受
け
て
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
は
組
織
設
計
の
改

善
に
着
手
し
、
部
門
の
再
構
成
に
加
え
て
、
事
業
所
の
ト
ッ
プ
の
権
威
の
維
持
、
規

則
の
遵
守
を
求
め
た
。
し
か
し
リ
ー
ド
が
去
っ
た
後
も
、
ソ
ル
ト
リ
バ
ー
事
業
で
は

最
適
な
人
材
配
置
に
関
し
て
問
題
が
い
く
つ
か
継
続
し
、
ヒ
ル
が
大
き
な
役
割
を
担
っ

て
い
た
。
ヒ
ル
に
よ
る
悪
影
響
は
、
規
則
の
設
計
も
し
く
は
人
材
配
置
の
失
敗
が
、

（
48
）



― 171 ―

そ
れ
を
招
い
て
い
た
。

分
析
期
間
中
、
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
の
開
墾
部
は
、
清
廉
さ
を
備
え
た
官
僚
制
組
織
た

ら
ん
と
し
て
お
り
、
そ
の
姿
勢
が
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
既
存
の
研
究
と
整
合
的

な
、
ト
ッ
プ
に
よ
る
影
響
の
大
き
さ
が
見
ら
れ
、
組
織
設
計
の
改
善
に
ト
ッ
プ
が
積

極
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
は
、
目
標
と
す
る
組
織
像
と
の
ず

れ
を
修
正
す
る
た
め
に
、
生
じ
た
問
題
の
報
告
を
参
考
に
設
計
の
改
善
を
試
み
た
。

組
織
設
計
の
失
敗
に
よ
る
業
務
へ
の
支
障
は
開
墾
部
全
体
に
見
ら
れ
た
が
、
ソ
ル
ト

リ
バ
ー
事
業
に
お
い
て
も
規
則
違
反
や
職
権
の
悪
用
に
よ
っ
て
開
墾
部
に
不
都
合
な

結
果
が
生
じ
て
い
た
ほ
か
、
職
員
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
抑
制
さ
れ
て
い
た
。
一
九

一
三
年
の
規
則
違
反
問
題
に
関
連
し
た
一
連
の
報
告
に
よ
っ
て
問
題
が
把
握
さ
れ
た

後
、
設
計
の
改
善
が
試
み
ら
れ
た
が
、
こ
の
時
の
改
良
で
全
て
の
問
題
が
解
決
し
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
当
事
業
の
職
員
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
向
上
に
は
、
規
則
遵

守
の
徹
底
、
適
切
な
人
材
配
置
、
規
則
の
見
直
し
と
い
う
設
計
の
改
善
が
必
要
で
あ
っ

た
と
言
え
る
。

合
わ
せ
て
、
職
員
の
性
格
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。
今
回
の
事
例
で
は
、
職
員
の

性
格
に
よ
る
業
務
へ
の
影
響
が
観
察
さ
れ
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
が
示
し
た
傲
慢
な
職
員
像

と
は
異
な
る
人
物
も
存
在
し
た
。
し
か
し
、
先
述
の
レ
ー
ン
内
務
省
長
官
の
評
価
に

よ
れ
ば
全
体
的
に
傲
慢
で
あ
り
、
加
え
て
本
稿
は
一
事
業
の
事
例
分
析
で
あ
る
の
で
、

本
稿
で
検
討
し
た
内
容
に
よ
る
評
価
の
修
正
は
控
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
史
料
中
で

性
格
に
言
及
さ
れ
て
い
る
ハ
リ
ス
に
つ
い
て
は
、
本
人
の
性
格
は
傲
慢
で
は
な
か
っ

た
が
、
水
利
用
者
か
ら
見
れ
ば
傲
慢
な
人
物
で
あ
っ
た
。

最
後
に
本
稿
の
課
題
を
示
す
。
本
稿
は
開
墾
事
業
の
一
事
業
の
一
時
期
を
対
象
と

し
た
分
析
に
過
ぎ
な
い
。
今
回
の
分
析
で
得
ら
れ
た
内
容
が
当
時
の
開
墾
部
の
中
で

ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
を
、
他
事
業
と
の
比
較
を
通
じ
て
検
討
す
る
必
要

（
49
）

が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
査
察
報
告
を
基
に
し
た
分
析
で
あ
る
た
め
、
問
題
が
生

じ
て
い
な
い
平
時
の
状
況
は
観
察
で
き
て
お
ら
ず
、
対
象
が
問
題
の
発
生
し
た
時
期

に
限
定
さ
れ
る
欠
点
が
あ
る
。
こ
の
点
も
、
よ
り
多
く
の
事
業
の
長
い
期
間
を
対
象

と
し
た
分
析
を
通
じ
て
緩
和
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

付　

記

本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
高
砂
孝
緒
（
大
阪
大
学
経
済
学
研
究
科
）
氏
か
ら
有
益
な

ご
意
見
を
頂
い
た
の
で
、
こ
こ
に
感
謝
の
意
を
記
し
た
い
。
勿
論
、
あ
り
得
べ
き
誤

り
の
責
任
は
筆
者
に
あ
る
。
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ox168 , File314 , B151119 .

（
13
）  

B
ox169 , File314 , B151673  –  B151684 .

（
14
）  

同
事
業
の
最
も
主
要
な
工
事
で
あ
る
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
ダ
ム
建
設
は
一
九
一
一
年
に

終
了
し
て
い
る
。R

ow
ley （2006

）  , pp.4 -13 .

（
15
）  

B
ox168 , File314 , B151191 .

（
16
）  

B
ox169 , File314 , B151375 .  

長
官
の
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
に
つ
い
て
はP

isani （2002

）  , 

pp.23 -31 .

に
詳
し
い
。

（
17
）  

事
業
技
術
者
の
職
務
内
容
に
つ
い
て
は
後
述
。

（
18
）  

B
ox169 , File314 . B151281–  B151290 .

（
19
）  

B
ox169 , File314 , B151306  –  B151313 .

（
20
）  

B
ox169 , File314 , B151356－

B151357 .

（
21
）  

B
ox169 , File314 , B151349  –  B151355 .

（
22
）  

ブ
ラ
ン
チ
ャ
ー
ド
は
リ
オ
グ
ラ
ン
デ
事
業
で
の
業
務
か
ら
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
に
迅
速
に

到
着
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
思
わ
れ
た
た
め
、
聞
き
と
り
に
参
加
し
な
か
っ
た
。

（
23
）  

ベ
サ
ニ
ー
ホ
ー
ム
は
療
養
所
の
一
種
で
あ
る
。
同
施
設
が
結
核
の
療
養
所
と
し
て
使
用

さ
れ
て
い
た
事
例
が
確
認
で
き
る
。Arizona R
epublic 1909  /9/7  “M

O
R

E
 C

O
T

TA
G

E
S 

B
U

ILT
 F

O
R

 B
E

T
H

A
N

Y
 H

O
M

E
”.

（
24
）  

B
ox169 , File314 , B151356  –  B151364 .

（
25
）  

B
ox169 , File314 , B151366  –  B151367 .

（
26
）  

B
ox169 , File314 , B151377 .

（
27
）  

B
ox169 , File314 , B151371－

B151374 .

（
28
）  

B
ox169 , File314 , B151376 .

（
29
）  

A
rizona R

epublic 1913/8/28  “IN
 H

O
N

O
R

 O
F

 H
O

W
A

R
D

 R
E

E
D

”.  B
ox169 , 

File314 , B151420 .

（
30
）  

B
ox169 , File314 , B151379  –  B151380 .

（
31
）  

B
ox169 , File314 , B151381  –  B151383 .

（
32
）  

B
ox169 , File314 , B151410  –  B151413 .

（
33
）  

B
ox169 , File314 , B151414 .

（
34
）  

B
ox169 , File314 , B151418  –  B151419 .

（
35
）  

桑
田
・
田
尾
（
二
〇
一
五
） 

一
四
四－

一
四
六
頁
。

（
36
）  

R
ow

ley （2006

）  , pp.154 -164 .

（
37
）  

A
ghion &

 T
irole （1997

）  . 

菊
谷
・
林
田
（
二
〇
〇
三
）。

（
38
）  

B
ox169 , File314 , B151405  －

B151405 .

（
39
）  

B
ox169 , File314 , B151428  –  151429 .

（
40
）  

B
ox169 , File314 , B151431－

B151435 .

（
41
）  

B
ox169 , File314 , B151444  –  B151445 .

（
42
）  

B
ox169 , File314 , B151443 .

（
43
）  

B
ox169 , File314 , B151673  –  B151684 .

（
44
）  

B
ox169 , File314 , B151446  –  B151447 .

（
45
）  

B
ox169 , File314 , B151453  –  B151454 . 

バ
ー
レ
ッ
ト
も
ベ
ニ
ッ
ト
も
共
に
開
墾
部

の
人
間
で
は
な
い
。（A

rizona R
epublic 1914/2/15  “C

A
P

IT
O

L
 A

D
D

IT
IO

N
 IS 

F
O

R
G

IN
G

 T
O

 T
H

E
 F

R
O

N
T

”, 1914/12/6  “W
IL

L
 D

E
M

A
N

D
 C

U
T

 IN
 C

O
ST

”.

）

（
46
）  

B
ox169 , File314 , B151696  - B151700 .  

報
告
書
に
お
い
て
は
、
土
地
取
得
問
題
の

真
偽
に
関
し
て
慎
重
な
姿
勢
が
と
ら
れ
て
い
る
。

（
47
）  

R
ow

ley （2006

）  , pp.4 -13 .

（
48
）  

A
ghion &

 T
irole （1997

）  .
（
49
）  

ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
は
一
九
一
四
年
に
長
官
か
ら
退
い
て
い
る
が
、
今
回
の
分
析
対
象
と

な
っ
た
記
載
内
容
を
含
む
報
告
書
は
全
て
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
在
任
時
の
も
の
で
あ
っ
た
。

（R
ow

ley （2006

）  , p.408 .

）
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〈
史
料
〉

G
eneral inspection reports –  Salt R

iver; G
eneral A

dm
inistrative and P

roject R
ecords 

1902 – 1919 ; R
ecords of the B

ureau of R
eclam

ation W
ashington, D

.C
. E

ntry3 , 

R
G
115; N

A
R

A
- R

ocky M
ountain R

egion （D
enver

）  . （
注
で
はB

ox, File, 

文
書
番

号
が
あ
る
際
は
文
書
番
号
の
順
に
表
記
。）

U
.S. 

D
epartm

ent 
of 

the 
Interior 

A
nnual 

R
eport 

of 
the 

B
ureau 

of 
R

eclam
ation. 

W
ashington: G

overnm
ent P

rinting O
ffice, U

niversity of M
ichigan.

 

（
注
で
は
年
次
報
告
書
と
し
て
、
号
（
発
行
年
）
と
共
に
表
記
。）
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